
設置の趣旨等を記載した書類 

〔京都美術工芸大学大学院 工芸学研究科建築学専攻〕 

学校法人 二本松学院 



《目次》 

 1 設置の趣旨及び必要性 ・・・ P.1

 2 修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か ・・・ P.6

 3 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 ・・・ P.7

 4 教育課程の編成の考え方及び特色 ・・・ P.8

 5 教員組織の編成の考え方及び特色 ・・・ P.11

 6 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 ・・・ P.12

 7 特定の課題についての研究成果の審査を行う場合 ・・・ P.16

 8 施設、設備等の整備計画 ・・・ P.16

 9 基礎となる学部との関係 ・・・ P.19

10 入学者選抜の概要 ・・・ P.19

11 取得可能な資格 ・・・ P.21

12 管理運営 ・・・ P.22

13 自己点検・評価 ・・・ P.22

14 情報の公開 ・・・ P.24

15 教育内容等の改善のための組織的な研修等 ・・・ P.24



- 1 -

1 設置の趣旨及び必要性 

1－1 大学院を設置する理由・必要性 

 京都美術工芸大学 (以下、「本学」という。) の設置法人は、「学校法人二本松学

院」(以下、「本学院」という。) であり、他の併設校としては、「〈専〉京都建築大

学校」、「〈専〉京都伝統工芸大学校」がある。 

本学院は、平成 2 年(1990 年)に学校法人二本松学院「京都国際建築技術専門学

校」を開設したことに始まる。 

本学の建学の精神は、「世界を代表する美術工芸文化が息づく京都で、わが国の伝

統と文化を尊重し、その継承と文化の創造を担う有為な人材を育成するため、美術

工芸に関わる教育・研究を行い、併せて教養を身に付けた専門職業人を育てること

により、国家・社会の発展に貢献する」としている。 

 本学は、平成 23(2011)年 4 月に設置認可を受け、建学の精神を達成するために、

教育目標として「美術工芸＜工芸・デザイン・文化財・建築＞に関する知識・技能」、

「社会に受け入れられる人間力」、「美術工芸の将来を思考する能力」の 3 つの素養

を身につけた人材を育成することを使命・目標として定めている。 

 このことは、中央教育審議会答申『新時代の大学院教育』〔平成 17 年 9 月 5 日〕

に「21 世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆ

る領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる『知識基盤社会』の

時代であると言われている。この『知識基盤社会』においては、個人の人格形成の

上でも、社会・経済・文化の発展・振興や国際競争力の確保等の国家戦略の上にお

いても、大学とりわけ大学院は極めて重要な役割を果たす」と述べられており知識

基盤社会の在り方と大学院教育の関係にも呼応するものである。 

 このような認識を踏まえたうえで、複雑かつ多様な現代社会が抱える諸課題の中

から美術工芸及び建築に関わる事項を抽出し、両者の関係を再編することが求めら

れている。これに対応するため、本学では、これまで積み重ねてきた実績を踏まえ

て、美術工芸及び建築に関わるより高度な教育プログラムを整備し、高度な専門知

識と豊かな教養を発揮し、現実の課題を解決していく実践力を身につけた人間性あ

ふれた新たな人材、即ち、高度専門的職業人を養成するために、「京都美術工芸大学

大学院工芸学研究科」（以下、「本学大学院」という。）を設置することとした。 

 本学は開学してまだ 6 年であるが、この間、コース・定員ともに拡充・拡大して

きた。入学を希望する学生も近畿地区だけでなく全国(北は北海道から南は沖縄ま

で)から集まっており、京都美術工芸大学の活躍に期待を寄せていることが理解で

きる。 

また、本学では、上記の教育目標を柱にして学んだ広い知識と豊富な経験を生か

し、その結果、１期生(平成 28 年卒)は 100％、2期生(平成 29 年卒)は 97.2％、3 期

生(平成 30 年卒)は 98.2％の就職率を達成し、社会で活躍できる人材を輩出してき



- 2 -

た。 

 中央教育審議会答申『新時代の大学院教育』（平成 17 年 9 月 5 日）では、「大学

院に求められる人材養成機能」を以下の４つに整理し、機能ごとに必要な教育が実

施されることを求めている。 

① 創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者等の養成

② 高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の養成

③ 確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員の養成

④ 知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材の養成

 本学大学院の機能は、この内②に該当するが、答申において②に対応した教育とし

て、「理論的知識や能力を基礎として、実務にそれらを応用する能力が身に付く体

系的な教育課程」が求められている。 

一方、本学大学院は、社会の複雑化、技術、とりわけ AI 関連技術の高度化など

が進行する中で、美術工芸、建築などとの関係が深い人間の創造的能力の重要性が

再認識される状況もふまえて、本学の教育目標をより高度に展開しつつ、上記の「理

論的知識や能力を基礎として、実務にそれらを応用する能力が身に付く体系的な教

育課程」を実現することを目指して設置を検討してきたものである。 

とはいえ、美術工芸分野と建築分野とでは、設置をめぐる社会環境が異なり、本

学の２学科に対応した美術工芸学専攻と建築学専攻の２専攻の内、現時点で設置の

必要性、緊急性がより高い建築学専攻を先行して設置することとし、美術工芸学専

攻については将来の設置を前提として検討を続けることとした。建築学専攻のみを

先行して設置する意義・必要性は、以下の通りである。 

すなわち、日本の建築を取り巻く社会環境は、人口減少・少子高齢社会の進行、

地球環境問題の深刻化と多様な災害リスクの増大、経済のグローバル化と地域生活

文化の衰退などを背景としてますます複雑化し、建築実務者に求められる知識や技

術は必然的に高度化してきている。こうした社会的ニーズに応えられる人材を育成

するためには、従来の４年制大学で行われてきた教育プログラムに加えて、より専

門性の高い教育プログラムが必要であり、学部４年に大学院修士課程２年を加えた

６年の教育の必要性が急速に高くなってきている。 

 また、日本建築学会などで長年検討を続けてきた建築士（建築家）資格の国際相

互認証の枠組みにおいて、先進諸国では建築技術者(Building Engineer)資格を含

まない建築家(Architect)教育期間を最低５年以上としているのに対して、建築技

術者資格を含む建築士制度を運用している日本の教育期間が４年で同等であると主

張することは困難であることが既に確認されており、日本において、建築士（建築

家）資格の国際相互認証に適合した建築教育を行うためには、少なくとも学部４年

に大学院修士課程２年を加えた６年の教育が必要であると考えられる。 

こうした建築を取り巻く社会環境が、建築学専攻のみを先行して設置する背景と
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なっている。 

なお、本学大学院（工芸学研究科）全体として述べた「高度な専門知識と豊か

な教養を発揮し、現実の課題を解決していく実践力を身につけた人間性あふれた新

たな人材、即ち、高度専門的職業人」としての「育成する人物像」は、建築学専

攻を念頭に置いて展開されており、建築学専攻における「育成する人物像」と３つ

のポ    リシーの具体的説明を追加している。

すなわち、本学大学院工芸学研究科建築学専攻の育成する人物像としては、前述

の「高度な専門知識と豊かな教養を発揮し、現実の課題を解決していく実践力を身

につけた人間性あふれた新たな人材、即ち、高度専門的職業人」を建築分野に即し

て具体化し、本学建築学専攻の大学院生が身に付けるべき資質・能力を明確化して、

建築学専攻のディプロマ・ポリシー（資料１）を下記のように定めた。 

① 美術工芸及び建築デザイン領域だけでなく施工や歴史文化、あるいは建築関連

法規など建築に関する高度で幅広い知識、技能。

② 建築行為を通じて社会の発展に貢献するための実現可能性の高い課題解決力、

伝統の継承およびそれらを基にした新しい文化や作品作りにつながる高度で独

創的な構想力、発想力。

③ 日本の歴史文化を修得理解するとともに、グローバルな視点も視野に入れた新

しい文化づくりへ発展させる鋭い感性・安定した価値観。

④ 建築は単体の作品ではなく文化そのものであり、また多くの人々の協力の中か

ら作品が生まれるという観点から、多様な人々と協働するための協調性、コミ

ュニケーション力、表現力。

 また、上記のような、建築分野における高度専門職業人を養成するための「理論

的知識や能力を基礎として、実務にそれらを応用する能力が身に付く体系的な教育

課程」として、以下のような建築学専攻のカリキュラム・ポリシー（資料１）を

定めた。 

① 美術工芸科目、専門特論科目及びその他必要な科目を体系的に編成する。

② 教育目的に合わせて、講義、演習、実習等を適切に組み合わせる。建築全般

に関わる教育だけでなく、建築デザイン領域と伝統建築領域の特徴に沿った適

正な教育プログラムを領域ごとに編成し実施する。

③ 建築デザインや施工、あるいは文化財の保存修復など建築関連のものづくり世

界で活躍するための実践的な教育内容、あるいは協調性やコミュニケーション

力・表現力等を高める教育内容を適切に盛り込む。

④ 現物の建築の調査や視察を体験する中で、その持っている意味をより深く理解

し、新しいものづくりへ展開させる。

 さらに、こうした教育を推進するため、本学大学院工芸学研究科建築学専攻のア

ドミッション・ポリシー（資料１）では、常に自己の可能性を追求していく持続性
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や熱意を持ち合わせ、真摯に学業に励むことのできる素養を持った以下のような学

生を求めることとした。 

① 建築を通して、未来を切り開いていこうとする夢と情熱を持っている人。

② 知的好奇心に富み、建築やその関連分野の専門職業人として、社会の発展に貢

献したい心を持った人。

③ 自主的に学ぶ姿勢と柔軟な思考を持ち、建築やその関連分野で優れた才能を有

する人、あるいは持ちたいという情熱を有する人。

④ 常に他者を尊重する姿勢と協調性に富み、リーダーシップを発揮することので

きる人、あるいは組織の中で必要とされる素養を有する人。

⑤ 本学の教育課程を学修するための基礎的な学力とコミュニケーション力を身

につけた人。

本学は、毎年 1～3 名の他大学大学院への進学実績があり、さらに平成 31 年度に

は、本学建築学科が完成年度を迎えることから建築領域の進学希望者の増加が見込

まれる。また、周辺の芸術・建築系大学院の入学定員規模ならびに本学の研究環境

を勘案し、本学大学院の定員を 10 名と定めた。主な入学対象者を学校法人二本松

学院京都美術工芸大学工芸学部、及び同法人専門学校高度専門課程の＜専＞京都建

築大学校建築学科卒業者と想定していることから本学大学院設置に関するアンケ 

ートは令和 2 年 3 月卒業予定のこの 2 校の在校生（3 年生）、並びに卒業後 5 年以内

の卒業生に実施した。 

 在校生（3 年生）アンケートは、2 校とも平成 30 年 10 月中旬に実施し、大学院

概要資料とアンケート（資料２）を 275 名に配布し、回収率は 100％であった。ま

た、卒業生については、一級建築士受験資格（実務経験を除く）のある卒業後 5 年

以内の者に限定し、在校生と同様に大学院概要資料とアンケートを平成 30 年 10 月

下旬に 439 名に郵送した。回答は 86 名、回収率 19.6％であり、在校生と合算する

と 361 名の有効回答（資料 3）を得た。 

 本学大学院への入学意思アンケートについては、「ぜひ入学したい」、「入学した

い」、「入学を検討したい」、「どちらともいえない」、「入学したいと思わない」の５

段階の選択とした。その結果、「ぜひ入学したい」、及び「入学したい」という回答

が 23 名あり、定員の 2.3 倍に相当することが認められた（資料 3）。 

「どちらともいえない」及び「入学したいと思わない」の割合が全体の 80％（288

人）を占め、「ぜひ入学したい」及び「入学したい」の割合が 7％（23 人）に留（と

ど）まった点については、アンケート実施が 3 年生の 10 月ということもあり、就

職希望が京都美術工芸大学は 83.1％（54/65 人）、京都建築大学校は 94.8％（201/212

人）と、すでに進路を就職と決めていた学生が多かったことが影響したと考える。 

ただ、「ぜひ入学したい」及び「入学したい」と回答した在学生が 10 人いたこと

は本学大学院の関心が高かったと考える。また、「インターンシップ制度」と「一級
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建築士受験講座」に「とても魅力を感じる」と高い評価を得ているので、入学意思

は高いと分析する。 

平成３０年６月５日付けで、（公社）日本建築士会連合会、（一社）日本建築士事

務所協会連合会、（公社）日本建築家協会から自民党建築設計議員連盟に「建築士資

格制度の改善に関する共同提案」が行われ、「建築士法の改正」が同年１２月に国会

で可決された。２年後の令和２年度から施行されることが決定しており、一級建築

士受験に必要な実務経験が登録前に変更となり、大学院在学中に受験が可能となる。

全国建築系大学教育連絡協議会の「建築士資格制度改善に関するアンケート調査結

果」（日本建築学会シンポジウム報告、平成 31 年 2 月 4 日）によれば大学院進学者

数への影響は、「変わらない５９％」、「やや増加する３２％」という回答が多かった

ことが報告された。本学大学院のキャリア支援に対する取組は、社会的ニーズに則

したものと考えられる。また、社会人については、卒業生からアンケートを取った

ところ、13 名が「ぜひ入学したい」及び「入学したい」と回答を得ており、中長期

的に学生確保はできるものと考える。 

なお、留学生については、現在、学部学生 696 名中 4 名（0.57%）と割合は非常に低

く、大学院についても積極的に、留学生を院生として確保することは考えていな

い。ただ、近隣美術系の建築のある競合校の「留学生数」のデータから、複数名の

入学希望者が見込まれるが、この場合、アドミッション・ポリシーに謳っている、

「本学の教育課程を学修するための基本的な学力とコミュニケーション力を身に付

けた人」に特に留意し、選考を進めていきたい。 

以上のことから、本学大学院への入学定員確保については問題ないと考える。 

■近隣芸術系（建築）大学院留学生数

大学 研究科・専攻 
入学 

定員 
在籍 

内数 

留学生 

京都造形芸

術大学 
芸術研究科 60 145 76 

京都精華大学 
デザイン研究

科建築専攻 
5 3 3 

【資料 1】京都美術工芸大学大学院工芸学研究科建築学専攻 3 つのポリシー（案） 

【資料 2】京都美術工芸大学大学院概要資料・大学院設置に関するアンケート 

【資料 3】京都美術工芸大学大学院設置に関するアンケート結果 

1－2 育成する人物像及び学生が取得する能力 

本学大学院では、変化する社会にしなやかに適合するとともに、前述の通り、高
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度な専門知識と豊かな教養を発揮し、現実の課題を解決していく実践力を身につけ

た人間性あふれた新たな人材、即ち、高度専門的職業人を養成する。 

 本学大学院では、当面、建築学専攻修士課程のみの設置を想定しており、所定の

期間在籍し、所定の単位数を習得することにより、修士（建築）の学位を授与する。 

なお、本学大学院のディプロマ・ポリシーは、次のとおり。 

① 美術工芸及び建築デザイン領域だけでなく施工や歴史文化、あるいは建築関連

法規など建築に関する高度で幅広い知識、技能

② 建築行為を通じて社会の発展に貢献するための実現可能性の高い課題解決力、

伝統の継承およびそれらを基にした新しい文化や作品作りにつながる高度で

独創的な構想力、発想力

③ 日本の歴史文化を修得理解するとともに、グローバルな視点も視野に入れた新

しい文化づくりへ発展させる鋭い感性・安定した価値観

④ 建築は単体の作品ではなく文化そのものであり、また多くの人々の協力の中か

ら作品が生まれるという観点から、多様な人々と協働するための協調性、コミ

ュニケーション力、表現力

1－3 社会的需要及び修了後の進路 

 修了後の進路について、特に業種として一級建築士資格を活かした、総合建設業、

建築設計事務所及び建設コンサルタント業、ハウスメーカー等のへの就職を進め、

また、インテリアプランナー資格を活かしたインテリアデザイナー等が考えられる。 

本学大学院における学生確保の見通しを確認するため、インターンシップ受入れ

先予定の建築事務所 23 社を通じて実施したアンケート調査(「京都美術工芸大学大

学院」設置に関するアンケート調査票)でも本学大学院の入学定員(10 人)を超える

企業が採用意向を示している。(貴事業所では、京都美術工芸大学大学院工芸学研究

科建築学専攻の修了生の採用を考えますか。という問いに採用したい及び状況によ

って採用を考えたいが 12 社あった。) 

【資料 4】「京都美術工芸大学大学院」設置に関するアンケート調査票 

【資料 5】「京都美術工芸大学大学院」設置に関するアンケート調査結果・ 

インターンシップ実習先承諾書

2 修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か 

 本学大学院は、修士課程までを想定した構想である。また、当面は、建築学専攻の

みを設置する構想である。 

近年、日本における 4 年制大学と大学院修士課程 2 年を合わせた 6 年の建築専門教

育が、一定水準以上であれば、建築家（architect）の国際資格で求める 5 年以上の
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専門教育に相当するという認識が広がり、日本では、そのプログラムの審査、認定を

日本技術者教育認定機構（JABEE）で行っている。本学では、将来この認定を受けるこ

とも想定して、教育プログラムは、学部、大学院を合わせて、6 年間の一定水準以上

の専門家教育に対応する高度な内容となっている。 

3 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

3－1 研究科名 

 本学大学院は、建築学科と美術工芸学科からなる工芸学部を基礎として、当面、

建築学専攻修士課程のみを設置する構想であるが、学部・学科名称との整合性を図

るため、研究科名は工芸学研究科とし、英語名称は下記のとおりとする。 

工芸学研究科 

Graduate School of Applied Art 

3－2 専攻名 

建築学専攻 

Major of Architecture 

 なお、学部の建築学科と大学院の建築学専攻を一体として表記する場合は、

School of Architecture を使用する。 

3－3 学位名 

 一般に、建築家（architect）の国際資格は 5 年以上の専門教育を前提に定めら

れているが、日本では建築家教育と建築技術者（building engineer）教育を一体

的に行ってきた歴史があり日本の建築士資格制度もそれを前提としたものとなっ

ている。近年、日本における 4 年制大学と大学院修士課程 2 年を合わせた 6 年の建

築専門教育が、一定水準以上であれば、建築家（architect）の国際資格で求める 5

年以上の専門教育に相当するという認識が広がり、日本では、そのプログラムの審

査、認定を日本技術者教育認定機構（JABEE）で行っている。本学では、将来この認

定を受けることも想定して、教育プログラムは、学部、大学院を合わせて、6 年間

の一定水準以上の専門家教育に対応する高度な内容となっている。そのため、学位

名およびその英語名称は下記のとおりとする。 

修士（建築） 

Master of Architecture 
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4 教育課程の編成の考え方及び特色 

本学大学院のカリキュラム・ポリシーは以下の通りである。 

① 美術工芸科目、専門特論科目及びその他必要な科目を体系的に編成する。

② 教育目的に合わせて、講義、演習、実習等を適切に組み合わせる。建築全般に

関わる教育だけでなく、建築デザイン領域と伝統建築領域の特徴に沿った適正

な教育プログラムを領域ごとに編成し実施する。

③ 建築デザインや施工、あるいは文化財の保存修復など建築関連のものづくり世

界で活躍するための実践的な教育内容、あるいは協調性やコミュニケーション

力、表現力等を高める教育内容を適切に盛り込む。

④ 現物の建築の調査や視察を体験する中で、その持っている意味をより深く理解

し、新しいものづくりへ展開させる。

 ディプロマ・ポリシー①において、美術工芸及び建築デザインだけでなく建築に

関する幅広い知識、技能の習得をめざしているが、それを達成するために、カリキ

ュラム・ポリシー②では、美術工芸科目、専門特論科目を体系的に編成することと

している。 

 ディプロマ・ポリシー①における幅広い知識、技能の習得、ディプロマ・ポリシ

ー②における高い問題解決力、高度で独創的な構想力、発想力、ディプロマ・ポリ

シー③における伝統の継承力とグローバルな視点からの創造力などを習得するた

め、カリキュラム・ポリシー②では、講義、演習、実習の組み合わせ、建築デザイ

ン領域と伝統建築領域の特徴に沿った教育プログラムを編成することとしている。 

ディプロマ・ポリシー④における協調性、コミュニケーション力、表現力を習得す

るため、カリキュラム・ポリシー③では、実践的な教育を実施し、協調性、コミュ

ニケーション力、表現力を高める教育内容を盛り込むこととしている。

ディプロマ・ポリシー②の高い問題解決力、高度で独創的な構想力、発想力、デ

ィプロマ・ポリシー③における鋭い感性、安定した価値観を習得するために、カリ

キュラム・ポリシー④では、現物の建物の調査や視察を通じた建築のより深い理解

力の養成と新しいものづくりへの展開の能力を高める教育内容を盛り込むことと

している。 

本学大学院は、建築学専攻において、建築に関する知識と技術及びデザインを身

につけた高度専門的職業人としての実務家や専門家を社会に輩出することを目的

とする。これを実現するため、研究科及び専攻は、学生が自ら問題を見出し、自ら

解決策を探求し、創造していけるよう、以下のような特色を備えた教育課程を提供

する。 
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1）学部・大学院連携カリキュラム

学部と大学院の教育的一貫性を実現するため、学部生には大学院科目の先取り履

修ができるようにする。具体的には、研究室配属が決定する学部４年生を対象に、

配属された研究室に関連する特論科目（伝統建築特論Ⅰ・Ⅱ、建築計画特論Ⅰ・Ⅱ、

建築設計特論Ⅰ・Ⅱ）を対象科目とし、前期２単位・後期２単位の合計４単位を履

修単位の上限として設定する。また、大学院の目的と機能を修士課程における高度

専門職業人養成に特化し、必要に応じて学士課程と修士課程を通じた一貫的な教育

活動を展開する。既設の建築学科の教育課程をベースに大学院の教育課程を展開す

る。作品制作の場など、必要に応じて大学院生と学部生が交流し、双方にとって教

育効果が高まる教育活動を展開する。大学院生にとっては、学部生への指導を通じ

て自らの知識や技術の充実、向上につながることが期待できる。 

2）学内外におけるデザイン教育

建築デザイン力を養成するためにスタジオと呼ばれる作品制作の場を設ける。ス

タジオは多数の教員と学生が共同作業や相互の作品批評を行う場であり、ここで、

デザイン教育を強力に推し進める。対応する科目として「建築デザイン特別演習Ⅰ」

及び「建築デザイン特別演習Ⅱ」を配置する。 

 また、社会経験の乏しい学生に対する学外での実習科目として、本専攻がふさわ

しいと判断した一級建築士事務所の設計業務への出向の場を設ける。一級建築士事

務所の設計業務の補佐として、実践の場を通じたデザイン習得を積極的に推し進め

る。対応する科目として「インターンシップⅠ」及び「インターンシップⅡ」を配

置する。 

3）実務教育科目と学内外実習科目

一級建築士免許登録に必要となる実務経験の内容として、必要な要素技術を系統

的に習得できるよう実務教育科目を用意する。これは、在学期間中に実務経験を収

得しようとする学生を対象に最大で通年分に相当する実務経験期間を保証する学

内外実習科目(選択科目を用意する。対応する科目として「建築デザイン特別演習 

Ⅰ」、「建築デザイン特別演習Ⅱ」及び「インターンシップⅠ」、「インターンシップ 

Ⅱ」を配置する。 

「インターンシップⅠ」は、1 年夏季に実施し、「インターンシップⅡ」は、2 年

夏季に実施する。資料 6 は、下記に示すインターンシップ科目の内容について、

概要を記したものである。 

研修先は、インターンシップの目的および研修内容に照らして、本専攻が相応し

いと判断した一級建築士事務所に限る。「インターンシップⅠ」を履修した学生が

「インターンシップⅡ」を履修する場合は、異なる研修先を選択する。 



- 10 -

インターンシップ科目における実習の目的は、一定期間継続して学外の一級建築

士事務所に出向き、設計業務の補佐をとおして、実務の一端を体得しながら、実

践的なデザイン手法及びそのプロセスを学ぶことである。また、到達目標とし

て、実務能力を養うことを目指し、設計実務における理念や展望を持続する能

力、思考力や判断力等の実務能力に重点を置くものとする。また、近年の設計業

務における経済面と時間面を優先する動向に対し、良識と責任感を全うできる人材

の育成を目指す。 

研修内容は、原則として下記から２分野以上についての補佐業務を体験するもの

とする。 

 基本設計補佐業務（基本設計案についてのプレゼンテーション準備、模型作

製等） 

 実施設計補佐業務（実施設計図の修正、照合、確認、整備等） 

 工事監理補佐業務（現場進行状況の視察・撮影、施工図のチェック等） 

 その他の補佐業務（上記各業務に関わる打合せへの参加、資料の収集整理等） 研

修先は、上記の業務について、研修目的に合致した体験が可能となるよう、研

修に参加する学生（以下「研修生」という）に対して必要な指示を行うとともに、

随時研修生の作業状況を確認し、適切な指導を行うものとする。研修中に何らかの

指導上の問題があった場合は、担当教員と連絡をとって適切な対応を行う。 

 研修先は、研修生が研修終了後に作成する研修報告書に、研修生の研修状況につ

いてのコメントの記入および押印を行う。評価に当たっては、研修報告書に記載さ

れた研修生のレポート、研修先の担当者によるコメント、および研修生による学内

での実習内容のプレゼンテーションをもとに、担当教員が総合的に評価を行う。 

 上記の内容を確実に実施するために、「インターンシップⅠ」「インターンシッ

プⅡ」の実習に先立ち、本学と研修先との間でインターンシップに関する覚書（資

料 7）を交わす。覚書を交わすに当たり、事前に本学と研修先との間で打ち合わせ

を行い、実習目的および実習内容、指導・評価方法についての確認を行った上で、

その旨を記載した覚書を交わすものとする。合わせて、研修期間、研修時間、経費

負担、機密保持等のその他必要な事項についても覚書に定めるものとする。 

以上の素養を習得させるために、下記の方針で教育課程を編成、実施する。 

① 美術工芸科目、専門特論科目及びその他必要な科目を体系的に編成する。

② 教育目的に合わせて、講義、演習、実習等を適切に組み合わせる。建築全般にか

かわる教育だけでなく、建築デザイン領域と伝統建築領域の特徴に沿った適正

な教育プログラムを領域ごとに編成し実施する。

③ 建築デザインや施工、あるいは文化財の保存修復など建築関連のものづくり世

界で活躍するための実践的な教育内容、あるいは協調性やコミュニケーション

力・表現力等を高める教育内容を適切に盛り込む。
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④ 現物の建築の調査や視察を体験する中で、その持っている意味をより深く理解

し、新しいものづくりへ展開させる。

【資料 6】インターンシップ科目の概要 

【資料 7】インターンシップに関する覚書（案） 

5 教員組織の編成の考え方及び特色 

5－1 教員組織の考え方及び計画 

 本学大学院は、建築学専攻の 1 専攻からなる。その基礎となる学部は、平成 24 年

度に開設した工芸学部で、建築学科と美術工芸学科の2学科からなる。したがって、

従来の中核的な専門分野に配置する専任教員は全て学部の専任教員である。分野ご

とでは次のような配置である。 

＜建築学専攻＞ 

建築デザイン分野 教 授 1 名 （博士（工 学）1名） 

教 授 1名 （博士（美 術）1名） 

講 師 1名 （博士（学 術）1名） 

講 師１名 （博士（建築学）1 名） 

建 築 計 画 分野 教 授１名 （博士（工 学）1名） 

准教授１名 （博士（工 学）1 名） 

伝 統 建 築 分野 教 授 1 名 （博士（学 術）1名） 

准教授１名 （博士（工 学）1 名） 

助 教 1名 （博士（学 術）1名） 

美 術 工 芸 分野 教 授 1 名 （博士（工 学）1 名） 

助 教 1 名 (博士（学 術）1 名) 

専任教員 11 名を配置し、11 名全員が博士号を有する※。 

「専門研究科目群」のうち「建築学特別研究」は、特に優れた実績を持つ研究指

導教員 5 名、うち 1 名は美術工芸分野を配置している。また、研究指導補助教員 6 

名を配置している。 

※ うち 1名は、3 月 25 日付けで博士学位を取得する。

【資料 8】 修了認定者一覧・掲示板・学生証 

5－2 専任教員の年齢構成 

専任教員の開設時の年齢構成は、次のとおり教育研究水準の維持向上、活性化の
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ためバランスよく構成している。専任教員 11 名のうち、30 歳以上 40 歳未満は 2

名、40 歳以上 50 歳未満は 2 名、50 歳以上 60 歳未満は 4 名、60 歳以上 70 歳未満は

3 名である。 

 本学の定年は満 65 歳に達した日、但し、学校業務に支障が生じると判断した場

合は本人の同意を得て、定年年齢に達した年度の末日を定年日とする旨を「学校法

人二本松学院 定年規程」（資料 9）により規定されている。また、定年年齢は平成

3 年 4 月 1 日以降に満 6 歳に達したものより段階的に引き上げ、満 65 歳を定年

と規定している。 

 なお、「京都美術工芸大学特別任用教員に関する規程」（資料 10）に基づき、定年

年齢に達した教員についても学術研究及び教育水準の向上を図るために学長が必

要と認めた場合に、特別任用教員として、期間を定めて雇用する場合があり、上記

の 60 歳以上 70 歳未満の 3 名は特別任用教員として採用している。 

【資料 9】学校法人二本松学院定年規程 

【資料 10】京都美術工芸大学特別任用教員に関する規程 

6 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

6－1 教育方法 

 授業科目の履修と研究指導とを相互に関連づけながら、授業科目で身につけた要

素技術などを実際に応用することによって、それらの定着を図る。特に、「美術工芸

科目」及び「専門特論科目」の履修により、隣接領域との関連性を踏まえた研究活

動の遂行、倫理観やコンプライアンスに基づいた行動の重要性に関する理解を深め

る。また、これらの科目の履修により研究指導の進め方、学位授与の方針、並びに

その基準について周知を図る。 

 研究指導においては、大学院生 1名につき、主担当の指導教授 1 名及び副担当の

指導教員 1名の計 2名体制で指導にあたる。指導教授らは、学生に対して、研究指

導の方法や計画をあらかじめ示し、学修の成果や修士研究（論文又は設計）の評価

にあたっては、客観性及び厳格性を確保するために、その基準を明示する。また、

論文題目に合わせ、基礎的素養を涵養するための「美術工芸科目」、「専門特論科目」

及び「専門研究科目」の科目を履修指導する。 

 修士研究（論文又は設計）の作成にあたっては、指導教授等が、研究内容の相談

を受け、合議の上で研究題目を決め、ゼミなどを通じて定期的に研究の進捗状況を

確認する。 

 さらに、同分野に配当しているその他の科目群は、主として当該分野における要

素技術に関わる素養を高めるものであり、そこで獲得した技術を実際の研究活動に

活用できるよう指導する。 
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6－2 履修指導 

 入学直後に新入生ガイダンスを実施し、工芸学研究科における円滑な学修及び研

究活動にいち早く専念できるよう、教育課程表や授業時間割、シラバスに関する説

明と標準修業年限までのスケジュールの確認と、課程の修了要件や学位論文提出に

係わる手続きや要件などの説明を行う。 

 さらに、「美術工芸科目」及び「専門特論科目」の中で、学修の進め方・専攻の到

達目標及び学位授与の基準を周知するとともに、学位授与の方針やその基準を説明

する。その上で、同科目においてワークショップ形式で教育・研究の進捗状況を把

握する。なお、本学大学院では、建築分野の総合的能力を有する高度専門的職業人

の養成をめざしているため、履修モデルは 1 つとなっている。 

【資料 11】工芸学研究科建築学専攻履修モデル 

6－3 研究指導の方法 

 工芸学研究科建築学専攻では、研究指導の相補的科目を「美術工芸科目」及び「専

門特論科目」に配当し、研究活動に必要不可欠である方法論、技術論、情報の扱い

方と情報発信、倫理観、並びにコンプライアンスに関わる認識について 1 年次から

継続して学修する。研究指導は、これらの科目による学びと同期しながら、学びの

定着を図る。これらの教育に際しては、複数の教員が関わる体制とし、多面的な視

点からの指導が可能になる。また、同様に学内外で行われる講演会、学会へ積極的

に参加することを促し、学会発表を奨励する。これらに関しては、本学からの援助

が用意されている。 

 研究指導自体は、基本的に指導教員の監督下で実施するが、相補的な科目など隣

接領域との関連の下で複合的な視野を得ることにより大学院生が研究遂行におけ

る主体性を獲得することを促進する。また、複数の教員が参加する成果発表の場を

定期的に開催することや、最終的には、学位論文公聴会を公開で開催することによ

り、組織的な教育課程の質を担保する。 

6－4 修了要件 

 修士課程における修了要件は、当該課程に 2 年以上在学して、所定の授業科目に

ついて 3 単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士研究（論文又

は設計）に合格することとする。 

また、前述の通り、本学大学院工芸学研究科建築学専攻の育成する人物像は、「高

度な専門知識と豊かな教養を発揮し、現実の課題を解決していく実践力を身につけ
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た人間性あふれた新たな人材、即ち、高度専門的職業人」を建築分野に即して具

体化した以下のディプロマ・ポリシー（資料１）に示されている。 

① 美術工芸及び建築デザイン領域だけでなく施工や歴史文化、あるいは建築関連

法規など建築に関する高度で幅広い知識、技能。

② 建築行為を通じて社会の発展に貢献するための実現可能性の高い課題解決力、

伝統の継承およびそれらを基にした新しい文化や作品作りにつながる高度で独

創的な構想力、発想力。

③ 日本の歴史文化を修得理解するとともに、グローバルな視点も視野に入れた新

しい文化づくりへ発展させる鋭い感性・安定した価値観。

④ 建築は単体の作品ではなく文化そのものであり、また多くの人々の協力の中か

ら作品が生まれるという観点から、多様な人々と協働するための協調性、コミ

ュニケーション力、表現力。

これをふまえ、修士研究では、建築分野における論理的思考力と実践的応用力の

両方を求めることになる。修士論文と修士設計の位置付けは下記の通りである。 

 まず、修士論文については、「育成する人材像」に鑑み、実際の建築プロジェクト

や地域まちづくりなどを対象とした実践的研究を推奨し、また、アクション・リサ 

ーチなどの参与観察型研究方法などを重視した指導を行い、学術論文としての水準

（論理性・独創性）とともに実学としての有用性を求める。 

 次に、修士設計については、「育成する人材像」に鑑み、提案された設計図書の完

成度（技術的妥当性・表現方法を含む独創性）とともに、その根拠となる調査研究

（フィールドワーク、統計分析などを含む）を重視した指導を行い、調査研究成果

の水準（論理性）や設計提案との関係性の明確な説明を求める。 

 いずれにせよ、修士研究は、大学院修士課程における、高度な学術研究と実践へ

の関わりを通じた学習成果の総合的なとりまとめであり、論文か設計かは、成果の

表現形式の選択であると考えている。 

6－5 入学から修了までの指導プロセス 

研究指導及び研究活動においては、研究遂行能力の獲得と定着に力点を置く。そ

のため、研究テーマの設定に関わる基本的な情報収集や背景理解を進めるために、

「美術工芸科目」及び「専門特論科目」を 1 年次に配当している。 

これらの科目では科学技術情報の階層構造を理解し、必要な情報を適切な情報源

から迅速に入手する手段からはじめ、研究成果に関する一次情報（学術論文）から

実験手順や思考の展開を再現し、評価する手法を習得する。さらに、研究の成果を

図式化及び文書化し、それを論理的に説明し、他者に伝えるとともに議論を進める

手順や方法論を学び、研究領城に関連する学術的な学会の場において成果発表をす

るための準備を行う。 
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2 年次において引き続き同科目を履修することにより、研究活動に直接関連した

技倆を獲得し、最終的な論文又は設計の作成と公聴会に備える。このように、1 年

次から継続して研究指導の相補的科目を履修することで、研究遂行能力の確実な獲

得を図る。特にこの時期は研究指導との連動が重要になり、その要素についても科

目の内容に加味している。 

この間、研究指導は常に上記の相補的な科目履修と連動しながら行う。したがっ

て、実際の研究活動による実践と研究指導により、獲得した研究遂行能力の定着を

促し、またそれを常に測定することが可能であり、そのことを反映した指導を実施

する。 

修士研究（論文又は設計）の作成に関連する研究活動に資する授業科目を講義（特

論）、演習の 2 つのカテゴリーに区分している。両カテゴリーは、修士研究（論文

又は設計）の作成にあたり、研究の背景や目的などと関連する先行論文・著作・事

例を収集・整理・調査し、研究成果を必要な水準にまで高めることを目的としてい

る。講義（特論）は、科目区分の各分野の専門性を高めるための科目である。演習

は、具体的な課題に実践的に取り組む。 

以上の割り当て時間数を大学院設置基準に示された基準に照らして、各科目の単

位数を 2 単位としている。 

【資料 12】工芸学研究科建築学専攻の指導プロセス（修了までのスケジュール表） 

6－6 学位論文審査体制、学位論文の公表方法等について 

広い視野と深い専門性によりテーマを追究する能力を養うため、主たる指導教 

員を中心に、複数教員による指導体制で研究や論文の指導にあたる。 

修士研究（論文又は設計）の審査では、大学院工芸学研究科委員会において選

出された3名以上の主査、副査によって行い、審査結果を同委員会において審議す

る。このことによって審査の厳格性を維持する。また、公聴会（「京都美術工芸

大学大学院学位規程」に定める口頭試問の一部とされる）を行うことによって、

審査の透明性を担保する。 

学位論文の保管及び閲覧については、「京都美術工芸大学大学院学位規程」の

定めに基づき適切に行われるものとする。 

【資料13】京都美術工芸大学大学院学位規程（案） 

6－7 研究倫理審査体制について 

研究の倫理審査体制については、「学校法人二本松学院 教職員倫理綱領-教職

員の義務と責任-」、「京都美術工芸大学公的研究費の運営・管理規程」及び「京
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都美術工芸大学 研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規程」に基づ

き、研究活動における不正行為の防止に関する方策の策定及び実施、公正な研究

を実施するための研究者に対する研究倫理教育・当該教育に関する啓発等の企画

及び実施、研究費の不正防止計画の策定及び実施、研究費の使用に関わる研究者

に対するルールの周知、研修、コンプライアンス教育等の企画及び実施を行うこ

ととしている。また、必要な場合においては、研究者の研究活動における不正行

為もしくは研究費の不正使用に係る調査の審理、裁定及び執るべき措置の提案を

行うこととしている。 

社会からの信頼を失わないために、研究者等に対して常に責任と倫理を意識し

て研究活動を遂行できるよう、各種の学術研究倫理に関わる取り組みの体制を整

備し、不正防止体制の充実及び実効性のある制度の構築に努めている。また、不

正防止計画の策定及び実施、学術研究倫理に関わる研究者に対する研修、不正行

為に関わる調査等に取り組むとともに、学術研究に関わる不正行為についての相

談・通報窓口等を設けている。 

本学大学院は、本学の学術研究倫理に則り、社会の信頼に応えるべく、教員及

び学生が責任と倫理を意識して研究活動を遂行しうる体制を構築し、また研究倫

理に関する研究会に積極的に参加するよう努めている。 

【資料 14】 (学)教職員倫理綱領 -教職員の義務と責任- 

【資料 15】 京都美術工芸大学公的研究費の運営・管理規程 

【資料 16】 京都美術工芸大学 研究活動に係る不正行為の防止及び対応に 

関する規程 

なお、本学の学術研究倫理に関わる取り組み、学術研究倫理に関する諸規程、研

究倫理委員会の体制等は、下記 U R L に掲載されている。 

http: ///www.kyobi.ac.jp/about/kenkyuhi/ 

7 特定の課題についての研究成果の審査を行う場合 

 「大学院設置基準第16条」に基づく修士課程の学修の成果は、「建築学特別研究Ⅰ」、

「建築学特別研究Ⅱ」を通じた修士研究として取りまとめ提出させる。 

修士研究は、修士論文又は修士設計を選択させる。修士設計については、設計図書だ

けでなく設計説明書の提出を義務付ける。 

8 施設、設備等の整備計画 

8－1 校地、校舎の整備計画 

平成 23 年 10 月に大学設置認可を受け、平成 24 年度園部キャンパスを開学した
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後、平成 27 年度から新たなキャンパス構想に取り組み、平成 29 年度 4 月には京

都市内の新キャンパスとして京都東山キャンパスを開設した。京都東山キャンパ

スの校地面積は 8,18 ㎡で、校舎としては、3 階建ての新棟と既存の小学校をリフ

ォームした旧棟及び既存の体育館が天然芝の中庭を取り囲むように配置されてい

る。校舎面積 9,844 ㎡で、新棟の諸室としては、講義用として、大講義室(285

席1 室、中講義室(165～18 席3 室、小講義室(72～9 席2 室の 6 室ある。演習

室は、製図・デザイン演習用のデザインラボ(18 席・12 席2 室、小演習室(64

席1 室、模型製作、製図、素描、IT 演習、ゼミ形式での演習をはじめ、あらゆる

演習系の授業に対応可能である。 

 また、東山キャンパスの旧棟は耐震補強を改修工事時に行っており、建物強度

上の問題はない。 

 なお、旧棟の諸室として、実習室等が 14 室、工作室機械室が 2 室、演習室が 2

室ある。上記以外に、学長室、副学長室、学部長室、会議室、事務室、図書室、

キャリアサポートセンター、医務室、相談室、院生研究室、アクティブラーニン

グスペース、ギャラリー、運動場が備えられている。 

8－2 教育研究施設・設備の整備 

京都美術工芸大学工芸学部では、平成3年の美術工芸学科及び建築学科の大学

の収容定員に係る学則変更時に、各学科の教育・研究に必要な機器・備品を整備

し、その後も機器・備品の整備を続けてきた。 

大学院の学修・研究に必要とされる機器備品等については、建築学科及び美術

工芸学科で整備しているものは、すべて共用する計画である。 

本学大学院の施設・設備は、主に本学の現有施設・設備を利活用する。収容定員

2 名（入学定員 1 名）の本学大学院生が日常に使用する大学院生研究室は、旧棟

１階 N13 教員室を転用した研究室等を「大学院生室見取り図」（資料 15）の通り予

定しており、机、椅子、書棚、ロッカー等の什器類については、購入予定である。

また、新棟 S21 教室を「大学院生専用講義室見取り図」（資料 19）の通り、本学大学

院専用の講義室として転用する予定である。 

本学大学院に関連する設備は開設前年度にすべて購入する計画のため、第 1 年次

及び第 2 年次に設備購入費は計画していない。 

既設の工芸学部の教育研究体制を維持し、大学院開設後の大学院・学部の教育

研究体制を一層充実させていくためには、計画的な設備・機器の管理・更新・整

備計画を調整して着実に実行していく。 

なお、教員室については、共同室（W215）と教員室 (小部屋)（W208・W210・W211・

W212・W213・W214）を用意している。 

共同室（W215）は教員間のコミュニケーションを重視した共同部屋であり、講義
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の準備や教員間の打ち合わせなどを行う場所として設定している（136.50 ㎡）。教

員各スペースは中央に通路スペースを設け、通路の両側にデスクスペースを並列に

配置し、鍵付きのロッカー及びパーティションで仕切っている。個人作業に集中し

やすく、且つ、教員間のコミュニケーションをとりやすい構造となっている。また、

共同の打ち合わせスペースを設けているため、学科内・研究科内の会議や打ち合わ

せが行える。（資料 20）。 

次に、個人研究作業や学生の個別指導に対応するため、別途プライバシーとセキ 

ュリティに配慮した教員室 (小部屋)を設定している。専任教員 11 名に対して 1 人

当たり平均 19 ㎡程度の面積を確保している（資料 21）。 

教員室（小部屋）W208 は教員が単独で利用する（25.40 ㎡）。教員室（小部屋） 

W210・W211・W212・W213・W214 はそれぞれ約 40 ㎡の大きさがあり、基本的に関連

分野を研究する教員 2 名が各室を分割して利用する（資料 21）。 

W208 以外の教員室（小部屋）は、2 人の個人作業スペースの間にパーティション

を設けることにより、個人間のプライバシーを確保することができ、研究に専念す

ることができる。また、各教員専用のロッカー（鍵付き）を備えるため、各教員が

責任を持って情報管理できる構造となっている。共同作業スペースは２人の教員で

共有して利用する（資料 21）。 

学生指導に関しては、基本的には教員室（小部屋）の共同作業スペースを利用し、

指導・相談の内容によってはアクティブラーニングゾーン、又は、会議室（W204・

W205・W206）のいずれかを状況に応じて使い分ける（「5.校地校舎の図面 京都東山

キャンパス図面 京都美術工芸大学２階平面図」、及び資料 21）。

【資料 17】大学院生室見取り図 

【資料 18】大学院生スタジオ見取り図 

【資料 19】大学院生専用講義室見取り図 

【資料 20】教員室見取り図 

【資料 21】教員室 (小部屋) 見取り図 

8－3 図書館の整備状況 

8－3－1 図書の整備 

 本学図書館は、園部キャンパスの本館と東山キャンパスの分館で構成されてお

り、合わせて約 1,400 ㎡の面積を有し、閲覧席は約 120 席を備えている。また、

所蔵図書として図書、学術雑誌、電子ジャーナル、視聴覚資料、機械・器具を所

蔵している。なお、大学院教育は全て東山キャンパスで行われるが、園部キャン

パスの図書は全て、毎日運行している定期便によって取り寄せることができ、東

山キャンパスで利用可能である。 
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図書資料は専門性の高い図書を優先的に収集し、25,000 冊を超えており、毎年

経常的に図書、視聴覚資料等の追加整備を行っている。また、本学図書館だけで

なく、他大学図書館との資料や情報の相互利用（NACSIS:ILL、私立大学図書館協

会等のネットワークの構築）や日本建築学会発表論文等の閲覧環境を整え、大学

院生にとって必要な研究条件を備えている。 

本学大学院の設置に伴い、担当予定専任教員とともにさらに充実した図書、視

聴覚資料等の整備、デジタル資料の導入の準備を進めている。 

8－3－2 研究用雑誌の整備 

 現在、「新建築」、「建築知識」、「住宅建築」などの建築関連雑誌をはじめ、美術

工芸関連の雑誌を含め、各種雑誌 51 誌を定期購入しているが、これらに加え、

新たに以下に示す建築計画・設計、都市計画関連の学術雑誌 12 誌〔うち外国書 2

誌〕の定期購入を計画している。 

① 建築雑誌（日本建築学会）

② 技術報告集（日本建築学会）

③ 地域施設計画研究（日本建築学会）

④ 建築作品選集（日本建築学会）

⑤ 都市住宅学（都市住宅学会）

⑥ こども環境学研究（こども環境学会）

⑦ 都市計画（日本都市計画学会）

⑧ 都市計画論文集（日本都市計画学会）

⑨ 建築史学（建築史学会）

⑩ デザイン学研究（日本デザイン学会）

⑪ Architectural Review (出版社:Architectural Review)

⑫ Domus (出版社:Editoriale Domus)

9 基礎となる学部との関係 

学部教育と修士課程を体系的に編成している。 

建築学専攻では、工芸学部建築学科からの進学を想定している。 

【資料 22】教育体系図（学部教育との関係図） 

10 入学者選抜の概要 

10－1 入学者選抜の基本的方針 

 本学大学院では、一級建築士の国家試験受験資格（実務経験を除く）を有する学部

卒業者等 (大学卒業と同等以上の学力を有すると認められたものを含む。) を、入学
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対象者として、これまで繰り返し述べてきた高度な専門職業人としての人材養成を目

標としている。 

 このため、入学者選抜に際しては、以下のアドミッション・ポリシーに基づき選抜

を行う。 

10－2 アドミッション・ポリシーと育成する人物像 

 本学大学院は、京都美術工芸大学及び同大学院の理念、教育目標に沿って、常に

自己の可能性を追究していく持続性と熱意を持ち合わせ、真摯に学業に励むことの

できる素養を持った、以下のような学生を求める。 

① 建築を通して、未来を切り開いていこうとする夢と情熱を持っている人

② 知的好奇心に富み、建築やその関連分野の専門職業人として、社会の発展に貢

献したい心を持った人

③ 自主的に学ぶ姿勢と柔軟な思考を持ち、建築やその関連分野で優れた才能を有

する人、あるいは持ちたいという情熱を有する人

④ 常に他者を尊重する姿勢と協調性に富み、リーダーシップを発揮することので

きる人、あるいは組織の中で必要とされる素養を有する人

⑤ 本学の教育課程を学修するための基本的な学力とコミュニケーション力を身に

付けた人

10－3 出願資格 

本学大学院の出願資格は、入学年度の 4 月 1 日時点において、次の各号に掲げ

る要件のいずれかに該当するものとする。 

① 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 83 条に規定する大学を卒業した者

② 学校教育法第 104 条第 4 項により学士の学位を授与された者

③ 外国において、学校教育による 16 年の課程を修了した者

④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者

⑤ 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育におけ

る 16 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が

別に指定するものの当該課程を修了した者

⑥ 専修学校の専門課程(修業年限が 4 年以上であること、その他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを

文部科学大臣が定める日以後に修了した者

⑦ 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年 2 月文部省告示第 5 号)

⑧ 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の
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学力があると認めた者で 22 歳に達した者 

10－4 入学者選抜の方法及び募集定員 

本学大学院は、一般入学試験と学内推薦入学試験を設ける。 

アドミッション・ポリシー及び育成する人物像に基づき、次の観点から入学者選

抜を行う。 

面接諮問を課すことにより、本学のポリシーであるコミュニケーション能力(帰

国子女・留学生については日本語能力を含む。)の素養を持った学生を求める。 

また、筆記試験及び推薦書(学力 GPA 等の表示を含む。) を課すことにより、本

学のポリシーである基礎的な学力を持った学生を求める。 

1 一般入学試験 

(1)他大学や同一法人内の専門学校高度専門課程卒業生など、進学希望者を広く

受け入れる。

① 筆記試験: 小論文

② 面接諮問: 口述試験・個人面接

③ 書類審査

(2)判定方法: 筆記試験及び面接試験を総合的に判断し合否判定を行う。

2 学内推薦入学試験 

(1)本学工芸学部生及び同一法人内の専門学校高度専門課程生を対象とする。

① 面接諮問: 口述試験・個人面接

② 推薦書(出願者を推薦する教員が作成)

③ 書類審査

(2)判定方法: 面接試験及び推薦状を総合的に判断し合否判定を行う。

  募集定員は、一般入学試験(社会人及び留学生を含む。)及び学内推薦入学試

験を合わせて 10 名とし、収容定員は 20 名とする。 

11 取得可能な資格 

一級建築士（国家資格） 

 建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士の 3種類があり、その資格によ

り設計・工事監理できる建築物に違いがある。 

 一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計・工

事監理等の業務を行うものである（建築士法第 2条第 2項）。 

一級建築士は、次のような設計・工事監理に複雑・高度な技術を要する建築物を含
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むすべての施設の設計及び工事監理を行うことができる（建築士法第 3条）。 

1. 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で、

延べ面積が 500 ㎡を超えるもの

2. 木造建築物又は建築の部分で、高さが 13ｍ又は軒の高さが 9ｍを超えるもの

3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もし

くは無筋コンクリート造の建築物又は建築の部分で、延べ面積が 300 ㎡、高

さが 13ｍ、又は軒の高さが 9ｍを超えるもの

4. 延べ面積が 1000 ㎡を超えかつ階層が 2階以上のもの

 本学大学院においては、開講科目を履修することで、実務経験を含む一級建築士の

国家試験受験資格を得ることができ、受験が可能となる。また、受験の支援体制（個

別相談および対策講座等）が整備されている。 

12 管理運営 

 本研究科に関する重要事項を協議、審議する機関として「研究科委員会」を設置す

る。構成員は、学長が指名した副学長、研究科長、研究科担当の専任教授、事務局長、

その他、委員会が必要と認めた者からなる。具体的な審議事項としては、 

1) 大学院学生の入学、課程の修了及び在籍に関する事項

2) 学位論文等の審査、最終試験及び学位の授与に関する事項

3) 研究科の教育課程に関する重要事項

4) 大学院担当教員の教育研究業績に関する事項

としている。 

【資料 23】京都美術工芸大学大学院 研究科委員会規程（案） 

13 自己点検・評価 

13－1 実施方法・実施体制 

 本学は、教育研究水準の向上を図り、もって本学の社会的使命を達成するために、

教育研究、管理運営等に関する自己点検・評価を実施するために「京都美術工芸大

学自己点検・評価委員会」（以下「本委員会」という）を置く。 

本委員会は、次の委員をもって構成する。 

1) 学長

2) 副学長

3) 学部長

4) 学科長



- 23 -

5) 図書館長

6) 各研究所長

7) 大学から選出された教員

8) 事務責任者

 本委員会は、次に掲げる項目を基準として自己点検・評価の指針を決定し、自己

点検・評価活動を行う。 

1) 大学の教育、理念・目標等

2) 教育活動

3) 学生生活への配慮

4) カリキュラムの編成

5) 教育指導のあり方

6) 成績評価・単位認定

7) 卒業生の進路状況

8) 研究活動

9) 教員組織

10) 施設設備

11) 国際交流

12) 社会との連携

13) 管理運営・財政

14) 自己評価体制

 委員は、毎年それぞれの所管する組織において自己点検・評価を行い、その結果

を委員会に報告する。委員会は、この報告をもとに自己点検・評価を行う。 

13－2  評価項目 

 自己点検・評価の項目に関しては、「京都美術工芸大学自己点検・評価実施要領」

の別表として定め、項目自体も再検討の対象として、不断に改善されるものと定め

ている。 

13－3  結果の公表 

 自己点検・評価の結果は、本委員会が取りまとめた上で、年次報告として教授会

に報告し、公表する。 

【資料 24】京都美術工芸大学自己点検・評価委員会規程 

【資料 25】京都美術工芸大学自己点検・評価実施要項 
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13－4  学生による授業評価 

 本学は、教育の質の向上を図り、その教育目標を実演することを目的として、学

生による授業評価（以下「授業評価」という）を実施する。 

授業評価に伴う調査は次の方法により実施する。 

1) 調査の進行管理は、自己点検・評価委員会が行う。

2) 授業評価調査は、原則として調査を行う授業の最終日に実施する。

3) 調査は、担当教員が学生に調査用紙を配布し、学生が回答の上、担当教員が調

査用紙を回収する。

4) 担当教員は、必要に応じて 3 項目以内の追加質問項目を設定することができ

る。

5) 担当教員は、調査終了後速やかに回収した調査用紙を提出する。

 授業評価の対象科目は、原則として学外実習を除く専任教員のみならず、非常勤

講師が担当する授業科目も含めて調査対象とする。 

 調査の実施に当たっては、教員及び学生に対して、あらかじめ調査の目的及び実

施方法を掲示などの方法により周知する。 

 調査結果の集計は、自己点検・評価委員会事務局が行い、調査結果を自己点検・

評価委員会、各教員に報告し、毎調査実施時に集計結果及び分析結果、改善状況を

公表し、全学集計結果及び分析結果、改善状況については、自己点検・評価報告書

に含めて公表する。 

【資料 26】京都美術工芸大学学生による授業評価実施要項 

14 情報の公表 

 本学では、教育研究活動を含め、大学運営に関する情報提供を社会的な責務である

と考え、自らの教育研究活動に関する情報を積極的に提供している。 

 学校教育法施行規則第 172 条の 2 に示された事項については、本学ホームページ

（資料 25）に掲載している。 

【資料 27】大学 HP における公表情報及び掲載先一覧 

15 教育内容等の改善のための組織的な研修等 

 本学は、本学及び本学の教職員が教育の質的向上を図るために組織的に取り組む活

動（以下「FD」という）を行うために京都美術工芸大学ファカルティ・ディベロップ

メント推進委員会（以下「FD 推進委員会」という）を置き、FD 推進活動を実施してい



る。 

FD 推進委員会は、次の事項を審議し、活動を行う。 

1) 授業改善のための基本方針及び実施体制に関すること

2) 授業評価の実施に関すること

3) 授業方法等の改善のための支援に関すること

4) FD の推進・啓発を目的とした講演会及び教職員の研修等に関すること

5) その他 FD の推進に関すること

FD 推進委員会は次に掲げる者により構成されている。 

1) 学長

2) 学部長

3) 教学委員会委員長

4) 自己点検・評価委員会委員長

5) 教学センター事務責任者

6) 学長が指名した本学の教職員若干名

 FD 推進委員会は、FD 活動を推進するために自己点検・評価委員会、教学委員会な

どの委員会に協力を求め、FD 活動を積極的に推進している。 

また、本学では、大学の「質の保証」が問われる今日、大学事務職員は教員と協

働して大学改革を推進・牽引していく力量が求められる。このため、職員の成長を

支援する研修として平成29年度から「京都美術工芸大学SD・FD合同研修会」を全教

職員対象に出席を義務付けている。第１回は「1.大学改革をめぐる直近の動きにつ

いて」「2.SDの充実・教職協働の推進について」のテーマで実施した。平成30年度

は「1.高大接続改革のめざすもの～高等学校学習指導要領改訂をふまえて～」「2. 

認証評価について」のテーマで実施した。なお、欠席者に対しては、資料を配付し

ている。 

本学大学院においても大学と連携し、授業検討会、外部講師による講演会、教職

員間の情報交換活動などの研修を通し、高等教育機関の教職員としての資質向上を

図っていく。 

【資料 28】京都美術工芸大学ファカルティ・ディペロップメント推進委員会規程 
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【資料１】 

- 1 - 

 

京都美術工芸大学大学院工芸学研究科建築学専攻 3 つのポリシー（案） 

  

【ディプロマ・ポリシー】 

建築学専攻では、京都美術工芸大学ディプロマ・ポリシーに基づき、以下の素養を身につけた学生に対し

て修士の学位を授与する。 

① 美術工芸及び建築デザイン領域だけでなく施工や歴史文化、あるいは建築関連法規など建築に関する高

度で幅広い知識、 

技能。 

② 建築行為を通じて社会の発展に貢献するための実現可能性の高い課題解決力、伝統の継承およびそれら

を基にした新しい文化や作品作りにつながる高度で独創的な構想力、発想力。 

③ 日本の歴史文化を修得理解するとともに、グローバルな視点も視野に入れた新しい文化づくりへ発展さ 

 せる鋭い感性・安定した価値観。 

④ 建築は単体の作品ではなく文化そのものであり、また多くの人々の協力の中から作品が生まれるという 

 観点から、多様な人々と協働するための協調性、コミュニケーション力、表現力。 

 

【カリキュラム・ポリシー】 

建築学専攻ディプロマ・ポリシーに掲げる素養を備えた人材を育成するために、以下の方針で教育課程を  

編成、実施する。 

① 美術工芸科目、専門特論科目及びその他必要な科目を体系的に編成する。 

② 教育目的に合わせて、講義、演習、実習等を適切に組み合わせる。建築全般に関わる教育だけでなく、 

建築デザイン領域と伝統建築領域の特徴に沿った適正な教育プログラムを領域ごとに編成し実施する。 

③ 建築デザインや施工、あるいは文化財の保存修復など建築関連のものづくり世界で活躍するための実践 

的な教育内容、あるいは協調性やコミュニケーション力・表現力等を高める教育内容を適切に盛り込む。 

④ 現物の建築の調査や視察を体験する中で、その持っている意味をより深く理解し、新しいものづくりへ 

展開させる。 

 

【アドミッション・ポリシー】 

建築学専攻は、大学の理念、教育目的を理解するとともに建築学専攻の教育目的・方針に沿って常に自己 

の可能性を追求していく持続性や熱意を持ち合わせ、真摯に学業に励むことのできる素養を持った以下の 

ような学生を求める。 

① 建築を通して、未来を切り開いていこうとする夢と情熱を持っている人。 

② 知的好奇心に富み、建築やその関連分野の専門職業人として、社会の発展に貢献したい心を持った人。 

③ 自主的に学ぶ姿勢と柔軟な思考を持ち、建築やその関連分野で優れた才能を有する人、あるいは持ちた

いという情熱を有する人。 

④ 常に他者を尊重する姿勢と協調性に富み、リーダーシップを発揮することのできる人、あるいは組織の

中で必要とされる素養を有する人。 

⑤ 本学の教育課程を学修するための基礎的な学力とコミュニケーション力を身につけた人。 



【資料 2】 

- 1 - 

 

京都美術工芸大学 大学院 概要資料 
＜趣 旨＞ 

本学の理念を継承・発展させ、学生及び社会の要請に応えるため、建築を含む美術工芸に係るより高度

な教育・研究を行い、教養豊かな専門職業人・研究者を育成し、国家・社会の発展に貢献することを目的

とする。 

 

＜研究科名＞ 

京都美術工芸大学 大学院 工芸学研究科 

Graduate School of Applied Art Kyoto Arts and Crafts University 

＜専攻名＞ 

建築学専攻 

Major in Architecture 

＜学位＞ 

修士（建築） 

＜収容定員＞ 

1 学年 10 名 計 20 名 

＜学費（予定）＞ 

入学金           150,000 円（KYOBI&KASD 生は免除） 

授業料(年間)   1,150,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
●京都東山キャンパス 〒605-0991 京都市東山区川端通七条上ル ●京都園部キャンパス 

（1） 修士課程 2 年を修了することで学位「修士（建築）」が取得できます。 

（2） 一級建築士の実務経験認定を在学中に得られる豊富なインターンシップ制度あり。 

卒業後すぐに受験でき、最短合格を目指せます。 

（3） 在学中から一級建築士の対策講座を開講し、卒業後も研究生として合格をサポート。 

（4） 工学系の授業だけでなく、美術系の授業が豊富。 

（5） 在学中は TA（助手）として採用（時給）の道もあります。 

特 色 
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京都美術工芸大学 大学院設置に関するアンケート 
 

 

 

 

 

◆最初にあなた自身についてお聞きします。 

年齢 
(H30.10.1 現在) 

  歳 現在在籍 
又は 

在籍していた 
学校・学科 

1.京都美術工芸大学  a.建築学科 
1.京都美術工芸大学  b.美術工芸学科 
1.京都美術工芸大学  c.卒業 
2.京都建築大学校   a.建築専攻科 1 年制 
2.京都建築大学校   b.建築専攻科 2 年制 
2.京都建築大学校   c.建築学科 
2.京都建築大学校   d.卒業 

性別 
(1 つに〇) 

1.男性 
2.女性 

◆卒業後の進路についてお聞きします。 

Q1. あなたは、KYOBIorKASD 卒業後の進路について、現時点ではどのように考えていますか。 

   以下の項目から、あてはまる番号すべてに〇をつけてください。（いくつでも） 

   1.就職  2.国公立大学大学院に進学  3.私立大学大学院に進学  4.その他  5．未定 

◆京都美術工芸大学大学院についてお聞きします。 

Q2. 京都美術工芸大学大学院には、以下のような特色があります。それぞれの特色について、あなた 

はどの程度魅力を感じますか。（それぞれ、あてはまる番号 1 つに〇） 

 とても 
魅力を 
感じる 

ある程度 
魅力を 
感じる 

あまり 
魅力を 

感じない 

まったく 
魅力を 

感じない 
 例．  〇〇である。 → 1 2 3 4 

A. 修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位
が取得できます。 

→ 1 2 3 4 

B. 一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験 
2 年が在学中に得られるインターンシップ制度あ
り。卒業後すぐに受験できます。 

→ 1 2 3 4 

C. 在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最 
短合格をサポートします。 

→ 1 2 3 4 

D. 工学系の授業に加え、美術系の授業が充実して 
います。 

→ 1 2 3 4 

 

Q3. あなたは、京都美術工芸大学大学院に入学したいと思いますか。 

   あなたの気持ちに近い方の番号 1 つに〇をつけてください。（1 つだけ） 

１．ぜひ入学したい  ２．入学したい  ３．入学を検討したい ４.どちらともいえない 

５.入学したいとは思わない 

＊＊＊質問は以上です。ご協力ありがとうございました。＊＊＊ 

 京都美術工芸大学では、2020 年（平成 32 年）4 月より、大学院を設置することを計画していま
す。このアンケートは、皆さんの進路選択に対する考え方や、大学院で学びたいことなどの意見をお
伺いし、大学院の教育をより充実したものにするための参考資料とさせていただくものです。 
 このアンケートで得られた情報や回答内容は、上記の目的のための統計資料としてのみ活用し、個
人を特定することは一切ありません。つきましては、ぜひアンケートへのご協力をお願いします。 
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京都美術工芸大学大学院設置に関するアンケート結果 

a ぜひ入学したい 6 2% 

b 入学したい 17 5% 

c 入学を検討したい 50 14% 

d どちらともいえない 161 45% 

e 入学したいと思わない 127 35% 

計 361 100% 

 

 

 

  

ぜひ入学したい, 6名

入学したい, 17名

入学を検討したい, 

50名

どちらともいえない, 

161名

入学したいと思わない, 127名

大学院進学への興味
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KYOBI 在校生 回答数 65 

 

1.ぜひ入学したい 1

2.入学したい 2

3.入学を検討したい 8

4.どちらともいえない 31

5.入学したいとは思わない 23

卒業後の進路について 1.就職 54

2.国公立大学大学院に進学 8

3.私立大学大学院に進学 6

4.その他 5

5.未定 7

とても魅力を
感じる

ある程度魅力を
感じる

あまり魅力を
感じない

まったく魅力を
感じない

A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
1

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 1

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 1

とても魅力を
感じる

ある程度魅力を
感じる

あまり魅力を
感じない

まったく魅力を
感じない

A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 2

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
2

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 2

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 2

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

入学を検討したい A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 1 6 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
5 2 1

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 7 1

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 3 3 1 1

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

どちらともいえない A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 6 19 6

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
11 16 4

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 13 12 6

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 7 16 7 1

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

入学したいとは思わない A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 4 12 7

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
11 8 4

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 14 6 3

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 7 9 6 1

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）

入学したい

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）

京都美術工芸大学大学院への
入学について

ぜひ入学したい
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KYOBI 卒業生 回答数 8／25 

 

1.ぜひ入学したい

2.入学したい 1

3.入学を検討したい

4.どちらともいえない 5

5.入学したいとは思わない 2

とても魅力を
感じる

ある程度魅力を
感じる

あまり魅力を
感じない

まったく魅力を
感じない

A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

入学したい A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
1

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 1

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 1

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

入学を検討したい A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

どちらともいえない A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 2 2 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
2 2 1

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 2 3

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 1 3 1

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

入学したいとは思わない A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 1 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
1 1

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 1 1

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 1 1

京都美術工芸大学大学院への
入学について

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）

ぜひ入学したい
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KASD 在校生 回答数 212 

 

1.ぜひ入学したい 3

2.入学したい 4

3.入学を検討したい 36

4.どちらともいえない 84

5.入学したいとは思わない 83

未回答 2

卒業後の進路について 1.就職 201

2.国公立大学大学院に進学 5

3.私立大学大学院に進学 4

4.その他 8

5.未定 6

未回答 3

とても魅力を
感じる

ある程度魅力を
感じる

あまり魅力を
感じない

まったく魅力を
感じない

A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 3

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
3

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 3

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 3

とても魅力を
感じる

ある程度魅力を
感じる

あまり魅力を
感じない

まったく魅力を
感じない

A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 4

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
4

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 4

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 1 2 1

とても魅力を
感じる

ある程度魅力を
感じる

あまり魅力を
感じない

まったく魅力を
感じない

未回答

入学を検討したい A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 18 13 4 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
29 4 3

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 29 7

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 11 18 4 3

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない
未回答

どちらともいえない A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 17 56 10 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
32 48 4

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 36 46 2

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 12 41 27 4

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない
未回答

入学したいとは思わない A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 10 47 17 6 3

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
24 39 16 4

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 32 39 8 4

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 7 35 26 15

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）

京都美術工芸大学大学院への
入学について

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）

ぜひ入学したい

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）

入学したい
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KASD 卒業生 回答数 78／429 

 

1.ぜひ入学したい 2

2.入学したい 10

3.入学を検討したい 6

4.どちらともいえない 41

5.入学したいとは思わない 19

とても魅力を
感じる

ある程度魅力を
感じる

あまり魅力を
感じない

まったく魅力を
感じない

A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 ※2名とも無回答

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
2

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 2

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 2

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

入学したい A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 9 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
9 1

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 10

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 5 5

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

入学を検討したい A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 4 2

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
5 1

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 5 1

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 2 3 1

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

どちらともいえない A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 16 24 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
23 18

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 28 13

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 15 20 6

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）
とても魅力を

感じる
ある程度魅力を

感じる
あまり魅力を

感じない
まったく魅力を

感じない

入学したいとは思わない A.修士課程を修了することで「修士（建築）」の学位が取得できます。 6 10 2 1

B.一級建築士の受験資格取得に必要な実務経験2年が在学中に得られるインターンシッ

プ制度あり。卒業後すぐに受験できます。
7 7 4 1

C.在学中から一級建築士の対策講座を開講し、最短合格をサポートします。 8 7 3 1

D.工学系の授業に加え、美術系の授業が充実しています。 5 10 3 1

京都美術工芸大学大学院への
入学について

京都美術工芸大学大学院について（複数回答）

ぜひ入学したい
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「京都美術工芸大学大学院」設置に関するアンケート調査結果 
 

１ 調査目的 

  「京都美術工芸大学大学院」の設置に向けて、京都府内の事業所を対象に本学 

大学院設置の必要性や修了生の採用見通し等を把握することを目的とする。 

２ 調査対象等 

  京都府内の建築設計事務所、建設会社等の２３事業所 

【有効回答数 : １４事業所 (回答率 60.8 ％)】 

   【調査実施時期 : 平成３０年１２月～平成３１年１月】 

３ 調査結果等 

(1-1) 貴事業所では、一級建築士の資格を保有する従業員はいますか。 

   １ いる １２事業所 85.7 ％   ２ いない ２事業所 14.3 ％ 

(1-2)「１ いる １２事業所」にお尋ねします。事業所では、一級建築士の 

資格を保有する従業員は足りていますか。 

   １ 十分足りている                         ４事業所 33.3 ％   

   ２  今は足りているがいずれ足りなくなる     ４事業所 33.3 ％ 

３ 足りない                                ４事業所 33.3 ％ 

（２）本専攻の学生のインターンシップについて、どのようにお考えですか。 

   １ インターンシップに協力したい            ６事業所 42.9 ％   

   ２  インターンシップの協力について検討したい  ４事業所 28.6 ％ 

３ インターンシップには協力しない          １事業所  7.1 ％ 

   ４ その他(未定等)                ３事業所 21.4 ％ 

（３）貴事業所では、本専攻の修了生(修士号取得者)の採用を考えますか。 

   １ 採用したい                     ３事業所 21.4 ％   

   ２  状況によって採用を考えたい         ９事業所 64.3 ％ 

３ 採用は考えない                  ２事業所 14.3 ％ 
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インターンシップ科目の概要

１．授業の概要 

 一定期間継続して学外の一級建築士事務所に出向き、設計業務の補佐をとおして、実務の

一端を体得しながら、実践的なデザイン手法及びそのプロセスを学ぶことを目的とする。イ

ンターンシップ先は、インターンシップの目的および研修内容に照らして、本専攻が相応し

いと判断した一級建築士事務所に限る。 

２．到達目標 

 実務能力を養うことを目指し、設計実務における理念や展望を持続する能力、思考力や判

断力等の実務能力に重点を置くものとする。また、近年の設計業務における経済面と時間面

を優先する動向に対し、良識と責任感を全うできる人材の育成を目指す。 

３．内容 

 実習は大きく３部に分かれる。１部は事前学習として、学内でのガイダンス、受け入れ先

との調整、実習の内容の確認を行う。 

 ２部は研修先での研修である。研修先では、原則として、下記から２分野以上についての

補佐業務を体験する。 

・基本設計補佐業務（基本設計案についてのプレゼンテーション準備、模型作製等）

・実施設計補佐業務（実施設計図の修正、照合、確認、整備等）

・工事監理補佐業務（現場進行状況の視察・撮影、施工図のチェック等）

・その他の補佐業務（上記各業務に関わる打合せへの参加、資料の収集整理等）

３部は事後学習とし、研修報告書の作成、研修先への確認・承認、学内でのプレゼンテー

ションを行う。

４．指導方法 

担当教員は、事前学習期間中に、研修に当たっての注意事項等の研修全体に関する指導、

及び研修内容に関する研修先との打ち合わせについて指導を行う。また、研修終了後の事後

学習期間中に、研修報告書の作成、およびプレゼンテーションの内容について指導を行う。 

 研修先は、研修目的に合致した体験が可能となるよう、研修生に対して必要な指示を行う

とともに、随時研修生の作業状況を確認し、適切な指導を行う。研修中に何らかの指導上の

問題があった場合は、担当教員と連絡をとり適切な対応を行う。 

５．評価方法 

 研修先の担当責任者は、研修生が研修終了後に作成する研修報告書に、研修生の研修状況

についてのコメントの記入および押印を行う。研修報告書に記載された研修生のレポート、

研修先の担当責任者によるコメント、および研修生による学内での実習内容のプレゼンテ



- 2 -

ーションをもとに、担当教員が総合的に評価を行う。 

６．実習施設 

 実習施設は、立地条件、業務内容、業務実績、および教育研修に対する理解と経験の４つ

の観点から相応しいと判断した一級建築士事務所に限る。具体的には、京都市内に立地し、

一級建築士事務所として建築士法その他の法令を遵守した業務を実施しており、雑誌等に

掲載されるなど社会的意義のある設計作品を複数有し、代表者が大学等の教育機関におけ

る非常勤講師経験を持つなど教育研修に対する理解と経験のある一級建築士事務所とする。

これらの条件に該当する下記の事務所から、研修生の受け入れについて既に承諾を得てい

る。 

施設名 所在地 年間受入人数 

株式会社アーキネット京都 京都市中京区烏丸通蛸薬師

南入る手洗水町 647番地 

トキワビル 4-A

インターンシップⅠ：４人

インターンシップⅡ：４人

株式会社アールセッション 京都市中京区蛸薬師通烏丸

西入橋弁慶町 228 番地 

AOI ビル 501 

インターンシップⅠ：４人

インターンシップⅡ：４人

株式会社魚谷繁礼建築研究

所 

京都市下京区寺町通五条上

ル西橋詰町 762

京栄中央ビル 4階 

インターンシップⅠ：４人

インターンシップⅡ：４人
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【資料 7】 

インターンシップに関する覚書（案）

京都美術工芸大学（以下「甲」という）と株式会社○○○設計事務所（以下「乙」という）

は、甲に在籍する大学院生を乙に派遣して行うインターンシップの取り扱いについて、次の

とおり覚書を締結する。 

記 

１．目的 

一定期間継続して学外の一級建築士事務所に出向き、設計業務の補佐をとおして、実務の一

端を体得しながら、実践的なデザイン手法及びそのプロセスを学ぶ。 

到達目標としては、実務能力を養うことを目指し、設計実務における理念や展望を持続す

る能力、思考力や判断力等の実務能力に重点を置くものとする。また、近年の設計業務にお

ける経済面と時間面を優先する動向に対し、良識と責任感を全うできる人材の育成を目指

す。 

２．研修内容 

原則として,下記から２分野以上についての補佐業務を体験するものとする。 

・基本設計補佐業務（基本設計案についてのプレゼンテーション準備、模型作製等）

・実施設計補佐業務（実施設計図の修正、照合、確認、整備等）

・工事監理補佐業務（現場進行状況の視察・撮影、施工図のチェック等）

・その他の補佐業務（上記各業務に関わる打合せへの参加、資料の収集整理等）

３．指導方法 

甲は、事前学習期間中に、研修に当たっての注意事項等の研修全体に関する指導、及び研

修内容に関する研修先との打ち合わせについて指導を行う。また、研修終了後の事後学習期

間中に、研修報告書の作成、およびプレゼンテーションの内容について指導を行う。 

乙は、２に示す業務について、上記の業務について、研修目的に合致した体験が可能とな

るよう、研修に参加する学生（以下「研修生」という）に対して必要な指示を行うとともに、

随時研修生の作業状況を確認し、適切な指導を行うものとする。研修中に何らかの指導上の

問題があった場合は、甲と連絡をとり適切な対応を行う。 

４．研修期間 

２０○○年○月○日から○月○日（土・日、祝日を除く、実質 45 日 360 時間） 

５．研修時間 

○時○○分〜○時○○分（原則として、乙の定時勤務時間とする）

６．報酬 

実務教育科目の一環であるため、研修生に対する報酬は無しとする。 
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７．経費 

研修中の経費は乙が負担する。ただし自宅から研修先までの交通費と食費は、研修生の負

担とする。 

８．就業規則等の遵守 

研修生は、乙の指導・指示に従い、研修時間中は乙の就業規則を準用する。 

９．機密保持義務 

甲は、研修生に対して機密保持についての指導を行う。研修生は、業務上知り得た乙の情

報（顧客の個人情報を含む）を他の第三者に漏洩してはならない。乙は、研修生の個人情報

を研修の目的以外に利用せず、他の第三者に漏洩してはならない。 

１０．保険 

甲は、研修生に対する傷害保険（賠償責任保険を含む）に加入する。

１１．研修の中止 

研修を継続することが困難な事態が発生した場合は、甲または乙のどちらか一方からの

申し入れにより、両者による協議を行った上で、研修を中止する。 

１２．評価方法 

乙は、研修生が研修終了後に作成する研修報告書に、研修生の研修状況についてのコメン

トの記入および押印を行う。研修報告書に記載された研修生のレポート、乙によるコメント、

および研修生による学内での実習内容のプレゼンテーションをもとに、甲の担当教員が総

合的に評価を行う。 

１３．その他 

本覚書に定めなき事項、疑義または変更が生じた場合には、甲および乙が協議の上、決定

する。 

上記を証するため、本覚書を二通作成し、甲、乙がそれぞれ一通を保有することとする。 

以上 

２０○○年○月○日 

（甲） 

（乙）
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『掲示板』 
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『修了認定者一覧』・『学生証』
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工芸学研究科建築学専攻履修モデル 

【工芸学研究科建築学専攻】 

 １ 年 次 ２ 年 次 

美術工芸科目 美術工芸科目 

美術工芸特論 【前期・選択】 美術工芸特論 【前期・選択】 

インテリアデザイン特論 インテリアデザイン特論

【後期・選択】 【後期・選択】 

都市環境と芸術 【前期・選択】 都市環境と芸術 【前期・選択】 

工芸とデザイン 【後期・選択】 工芸とデザイン 【後期・選択】 

| | 

専門特論科目 ⇒ 専門特論科目 ⇒ 30 単位以上習得

伝統建築特論Ⅰ 【前期・必修】  (建築設計特論Ⅰ) 【前期・選択】 修士論文 

伝統建築特論Ⅱ 【後期・必修】  (建築設計特論Ⅱ) 【後期・選択】 修士設計 

建築計画特論Ⅰ 【前期・必修】  | 

建築計画特論Ⅱ  【後期・必修】  学位授与 

建築設計特論Ⅰ 【前期・選択】 

建築設計特論Ⅱ 【後期・選択】 

| | 

専門研究科目 専門研究科目 

建築デザイン特別演習Ⅰ  (建築デザイン特別演習Ⅰ) 

 【前期・選択】    【前期・選択】 

建築デザイン特別演習Ⅱ  (建築デザイン特別演習Ⅱ) 

【後期・選択】    【後期・選択】 

建築学特別研究Ⅰ 【前期・必修】 

建築学特別研究Ⅱ 【後期・必修】 

インターンシップⅠ インターンシップⅡ

【夏期・選択】  【夏期・選択】 
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工芸学研究科建築学専攻の指導プロセス（修了までのスケジュール表） 

修了までのスケジュール表 

１年次 ４月 指導教員決定(2 人) 

履修説明会、個別ガイダンス、履修登録 

７月 前期定期試験 

９月 前期成績書配付 

後期履修説明会、個別ガイダンス、履修登録 

12 月 修士課程１年次報告会 

２月 後期定期試験 

2 年次 ４月 1 年次成績書配付 

履修説明会、個別ガイダンス、履修登録 

修士論文・修士設計題目届出 

７月 前期定期試験 

前期中間発表会 

９月 前期成績書配付 

後期履修説明会、個別ガイダンス、履修登録 

 10 月 修士論文・修士設計最終届出 

 12 月 後期中間発表会 

２月 修士論文・修士設計提出 

修士論文・修士設計発表会 

審査及び口頭試問 

後期定期試験 

３月 学位記授与 

修士論文・修士設計写真の図書館での閲覧等公表 

修士論文・修士設計写真の要旨及び審査要旨公表 
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京都美術工芸大学大学院 学位規程（案） 

目次 

第１章 総則 

第２章 修士の学位 

第３章 修士研究の保管 

第４章 学位の取り消し 

第５章 その他 

附則 
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第１章 総則 

（準拠） 

第１条 京都美術工芸大学大学院学則第 34条第 2項に定める学位については、この規程の

定めるところによる。

（学位） 

第２条 京都美術工芸大学大学院(以下「本学大学院」という)において、授与する学位は、

次のとおりとする。

研究科名・専攻名 学位名称 

工芸学研究科 建築学専攻 修士（建築） 

２ 学位の名称を用いるときは、本学大学院名を付記しなければならない。

(修士の学位授与) 

第３条 修士の学位は、本学大学院修士課程を修了した者に授与する。

第２章 修士の学位 

(修士の学位の申請) 

第４条 修士の学位を申請する者は、修士論文又は修士設計（以下「修士研究」という）を

研究科委員会へ提出するものとする。

（修士研究審査及び試験） 

第５条 修士研究の審査及び最終試験は、研究科委員会が選出する審査委員が行う。

２ 審査委員は、指導教員以外の教授を主査とし、副査として当該研究の内容に応じた研究

分野及び関連分野担当の教員を加えるものとする。 

３ 最終試験は、修士研究を中心に、これに関連ある科目につき、口頭試問によって行う。

４ 審査員は、審査の結果をまとめた審査報告書と最終試験の合否について、2月末日まで

に研究科委員会に提出しなければならない。

（学位授与の判定） 

第６条 研究科委員会は、修士研究審査報告書にもとづき、試験の結果をあわせて、修士の
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学位授与の判定をする。

2 研究科長は、学位授与の判定の結果を学長に報告するものとする。

（修士の学位記） 

第７条 学長は、前条の判定の結果にもとづき、修士の学位記を授与する。

２ 修士の学位記の授与は、毎年３月とする。

第３章 修士研究の保管 

（修士研究の保管） 

第 10 条 修士研究は、本大学図書館において 5年間保管とする。

２ 修士研究は、禁帯出図書扱いとし、課程別、専攻別、年度別には以下する。

３ その他修士研究の保管については、図書館長がこれを定める。

第４章 学位の取り消し 

（学位の取り消し） 

第 12 条 修士の学位の授与を受けた者で、次の事実があったときは、学長は研究科委員会

の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返付せしめ、かつその旨を公表する。 

（１）不正の方法による学位の授与を受けたとき

（２）京都美術工芸大学の名誉を汚す行為があったとき

２ 前項の研究科委員会の議決は、出席者の３分の２以上の同意を必要とする。

第５章 その他 

（規程の改廃） 

第 13 条 本規程の改廃は、研究科委員会の議を経て、評議会及び理事会で決議する。

（細則その他） 

第 14 条 本規程の施行についての細則その他必要な事項は別に定める。 
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規程番号 １０１－０２ 

学校法人二本松学院 教職員倫理綱領 

―教職員の義務と責任― 

平成２３年１２月２２日 制定 

平成２４年 ４月 １日 施行 

はじめに 

 教育と研究という崇高な任務に携わる本法人教職員の職業倫理の基盤は、基本的人権の尊重と知的誠実 

性を貫徹することにある。特に、本法人の教職員においては、自律的意思をもってこの基盤に立ち、本法 

人が存在する意味を明らかにすることに努めるとともに、本法人の建学の理念と教育方針に基づき、学生 

の学習支援を第一の責務とすることを明確に認識する必要がある。そのことは、本法人の財政的資源の主 

要部分が学生納付金であることに対する説明責任の基礎である。 

以上の基本的認識に基づいて、本法人教職員の倫理を以下のとおりとする。 

１．各学校に対する倫理 

教職員は、本法人の理念を尊重し、その目的の達成に貢献する。 

（１）学内諸規程を誠実に遵守する。 

（２）法人の本務に専念し、出校して教育研究、学生支援業務に従事する。出校する日数は、本法人との契 

約に拠る。 

（３）兼業又は兼職に当たっては、本法人の許可を受ける。許可を受けた場合であっても、これによって 

 本務に支障を生じさせない。 

（４）本法人の共同の営みに積極的に参加する。 

（５）本法人における勤務について、定期的に業績評価を受け、改善に勤めなければならない。 

（６）本法人の公的資源を私的利益のために用いない。 

（７）管理職の任（務）に就くときは、関係教職員の倫理意識の向上を自らの重要な責務とする。 

（８）許可なく情報・資料の学外への持ち出しは禁止する。 

２．学生に対する倫理 

 教職員は、学生の信頼に応え、教員にあっては知的営みの先達として、学生の学習する権利を擁護する 

とともに、本法人の各学校が定めるカリキュラムに従った教育活動を、また、職員にあっては、学生の学 

習する活動を支援するため、愛情と熱意をもって行う。 

（１）教職員は、公私の区別を明確にし、教育者として学生の模範となる品位ある行動をとる。 

（２）授業及び研究指導並びに学生指導・援助において、学生の人格を重んじ、教育者として学生の自由 

な学習を支援する。 
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（３）自己の教育能力、業務能力を開発し、授業の内容及び方法を改善、業務を改善することについて、不 

 断の努力を怠らない。 

（４）自己の教育活動、業務活動に対する学生の評価・批判に真摯に応答する。 

（５）成績評価、単位認定をはじめ、その他種々の学生指導全般において公正を確保する。 

（６）権威的な姿勢で学生と接しない。学生に対してその地位を利用した人権侵害を行わない。 

（７）担当主題と無関係な問題を教室に持ち込まない。 

３．同僚に対する倫理 

 教職員は、教職員相互にそれぞれの固有の職務を理解し、協力して本法人の向上に努める。とりわけ教 

員は、同僚教員の学問的立場を尊重するとともに、学問的批判に対しては誠実に応答する。 

（１）同僚による評価を受け、また、同僚に対する評価を公正な視点で誠実に行う。 

（２）同僚教職員に敬意をもって接し、その人権を侵害しない。 

４．研究者としての倫理 

 教員は、教員に保障されている「学問の自由」が、責任を伴うものであることを自覚し、知識の探求を 

通じて社会に貢献する。 

（１）知識探求の意志を持ち、学術研究に精励し、研究成果を公表する。 

（２）自己の専門分野の進展について、常に関心を持ち、その成果を教育に反映させる。 

（３）私的利益を目的として研究を行わない。報酬を伴う研究その他の活動は、許可に基づいて行う。 

（４）他の研究者の学問的立場を尊重し、学問的批判に対しては誠実に対応する。 

（５）公的に用意された研究資金を不正に用いない。 

（６）本法人との契約に基づいて受託研究・産学共同研究を行い、公益性に反する研究は行わない。 

５．社会に対する倫理 

教職員は、自己の専門分野の知識や業務知識を生かし、公共の福祉と文化の向上に寄与する。 

（１）公職への奉仕を求められた場合には、可能な限り協力する。 

（２）公職に就くときは、その職務に伴う権限を特定の個人や組織の利益のために使わない。また、反社会 

 的行為に加担しない。 

（３）入学試験の公正・適正な実施に協力する。 

（４）産・官・学・地から求められる公共の福祉や文化活動には可能な限り協力する。 
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大学院生室見取り図 



【資料 18】 

- 1 -

大学院生スタジオ見取り図 
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大学院生専用講義室見取り図 



【資料 20】 

- 1 -

教員室見取り図 
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教員室（小部屋）見取り図 
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教育体系図（学部教育との関係図） 

美術工芸科目 

学部科目 大学院科目 

工芸概論 

伝統工芸概論 
→ 美術工芸特論

室内意匠論 → インテリアデザイン特論

伝統空間論 

伝統建築環境学 

公共デザイン論 

→ 都市環境と芸術

デザイン概論 → 工芸とデザイン

専門特論科目 

学部科目 大学院科目 

伝統住居概論 

社寺建築概論 

伝統建築論Ⅱ 

→ 
伝統建築特論Ⅰ 

伝統建築特論Ⅱ 

建築計画Ⅱ 

建築計画Ⅲ 

建築計画Ⅳ 

→ 
建築計画特論Ⅰ 

建築計画特論Ⅱ 

建築概論 

伝統住居論 

伝統建築論Ⅰ 

建築計画Ⅰ 

→ 
建築設計特論Ⅰ 

建築設計特論Ⅱ 

専門研究科目 

学部科目 大学院科目 

工芸実習導入 

工芸実習基礎Ⅰ 

工芸実習基礎Ⅱ 

建築デザイン演習Ⅰ 

建築デザイン演習Ⅱ 

建築デザイン演習Ⅲ 

伝統建築図（基礎） 

伝統建築図（応用） 

伝統建築専門実習Ⅰ 

伝統建築専門実習Ⅱ 

伝統建築専門実習Ⅲ 

→ 
建築デザイン特別演習Ⅰ 

建築デザイン特別演習Ⅱ 

卒業制作 → 
建築学特別研究Ⅰ 

建築学特別研究Ⅱ 

インターンシップ → インターンシップ
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京都美術工芸大学大学院 研究科委員会規程（案） 

（設置） 

第１条 京都美術工芸大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第 4条の規定に基づ

き、京都美術工芸大学大学院に、研究科委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

(1) 学長が指名した副学長

(2) 研究科長

(3) 研究科担当の専任教授

(4) 事務局長

(5) その他、委員会が必要と認めた者

（審議事項） 

第３条 委員会は、学長が当該研究科における次の各号について決定を行うに当たり意見

を述べるものとする。 

(1) 大学院学生の入学、課程の修了及び在籍に関する事項

(2) 学位論文等の審査、最終試験及び学位の授与に関する事項

(3) 研究科の教育課程に関する重要事項

(4) 大学院担当教員の教育研究業績に関する事項

（運営） 

第４条 研究科委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。 

２  研究科長に事故があるときは、研究科長が指名した教授が議長となる。 

３  委員会は、構成員の 3分の 2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 

４  委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５  委員長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第 5 条 委員会の庶務は、事務局において処理する。 

（細則への委任） 

第 6 条 この規定に定めるもののほか、研究科委員会の運営に関し、必要な事項は、研究科

委員会の議を経て、学長が定める。 

附則 
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規程番号 ２１２－０１ 

京都美術工芸大学自己点検・評価委員会規程 

平成２３年 ３月２９日 制定 

平成２４年 ４月 １日 施行 

平成３０年 ４月 １日 一部改正・施行 

（目的） 

第１条 この規程は、京都美術工芸大学学則第２条第４項の規定に基づき、京都美術工芸大学（以下「本学」

という。）の教育研究水準の向上を図り、もって本学の社会的使命を達成するために、教育研究、管理運営等

に関する自己点検・評価の実施について定めることを目的とする。 

（自己点検・評価委員会） 

第２条 前条の目的を達成するため、京都美術工芸大学自己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

（委員の構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（1）学長 

（2）副学長 

（3）学部長 

（4）学科長 

（5）図書館長 

（6）各研究所長 

（7）大学から選出された教員 

（8）事務責任者 

２ 委員長が必要と認めた場合は、委員会の議を経て、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

３ 委員会事務局を教学センターに置き、委員会の事務を担当させる。 

（委員長等） 

第４条 委員会に、委員の互選により委員長１名、副委員長２名を置く。 

２  委員長は、委員会を招集し、議長に当たる。 

３ 委員長は、委員会の職務を統括し、委員会を代表する。 

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

（委員会の職能） 

第５条 委員会は、次に掲げる項目を基準として自己点検・評価の指針を決定し、自己点検・評価活動を行う。 

(1)大学の教育、理念・目標等 

(2)教育活動 

(3)学生生活への配慮 

(4)カリキュラムの編成 

(5)教育指導のあり方 

(6)成績評価・単位認定 

(7)卒業生の進路状況 

(8)研究活動 

(9)教員組織 

(10)施設設備 
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(11)国際交流 

(12) 社会との連携

(13)管理運営・財政

(14)自己評価体制

（自己点検・評価の方法） 

第６条 委員は、毎年それぞれ所管する組織において自己点検・評価を行い、その結果を委員会に報告する。 

委員会は、この報告をもとに自己点検・評価を行う。 

２ 委員会は、自己点検・評価を行うに当たり、必要がある場合には、関連部局等に議事を付託し、又は下部

委員会を置くことができる。 

３ 実施における評価項目等は、別に定める。 

（自己点検・評価の結果） 

第７条 自己点検・評価の結果は、委員会が取りまとめた上で、年次報告として教授会に報告し、公表する。 

（任期） 

第８条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２  前項の委員の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（諮問） 

第９条 委員会は、必要があるときは、関係者から意見を聴くことができる。 

（規程の改廃） 

第10条 この規程の改廃は、委員会及び大学運営会議の議を経て、学長が行う。 

附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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規程番号 ２１２－０２ 

京都美術工芸大学自己点検・評価実施要項 

平成２３年 ３月２９日 制定 

平成２４年 ４月 １日 施行 

（目的） 

第１条 この要項は、京都美術工芸大学（以下「本学」という。）における教育・研究水準の向上を図り大学の目的

及び社会的使命を達成するため、本学の自己点検・自己評価の実施について必要な事項を定めることを目的とする。 

（評価の対象及び項目） 

第２条 自己点検・自己評価の項目は、 別表に示したものとする。 

２  自己点検・自己評価の項目自体も再検討の対象として不断に改善されて行くべきものとする。 

（点検・評価の方法及び基準） 

第３条 自己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）は、点検・評価の方法及び基準については、成果のみな

らず過程の評価も考慮し、毎年度当初又は必要なときに定めるものとする。 

２  自己評価には、自己改善・自己改革の方策を添えるものとする。 

（教授会への事前の提示） 

第４条 教授会所管事項に関する評価項目並びに評価項目ごとの目標、評価方法及び評価基準については、新年度当

初又は必要なときに委員会より提出されたものを、学長は、教授会に提出し、承認を得るものとする。 

附 則 

この要項は、平成２４年４月１日から施行する。 
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別表 

項目・分野 評価項目 

① 大 学

の 教 育

理念

・目標等

大学（学部）の教育理念・目

標の設定 

１ 大学固有の教育理念・教育目的は何か 

教育理念・目標の点検・見直

し 

２ 目的・使命（教育理念・在り方）は、なんらかの形で見直さ 

れているか 

３ 見直しはどのようなときに（定期あるいは非定期）、なにを 

契機に、どのような機関で見直しが行われるか 

大学（学部）の将来構想 ４ 大学（学部）の将来構想について議論しているか 

５ 大学（学部）の将来構想について、どのような機関で議論して

いるか 

教育研究の活性化・充実のた

めのこれまでの取組 

６ 教育研究の活性化・充実のための取組や到達点はどうか 

（教育研究上の基本組織） ７ 学部、学科又は専攻課程等の教育研究上の基本組織は、学術の

進展や社会の変化に伴う教育的要請に適切に対応しているか（大

学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第３条～第５条） 

８ 基本組織に変化はないか 

９ 教育・研究組織、事務組織はどのように構成されているのか。

これらの組織は教育・研究にとって有効か 

10 各組織の権限と責任はどのような形で明確化されているか（学

則、規則） 

11 各組織間の権限と責任は均衡がとれているか。その肥大化を防

ぐためにどのような配慮が必要か 

12 各組織間に協調関係があるか。それとも多元主義の傾向がみら

れるか。その場合なんらかの全学的調整機能を果す機関が設けら

れているか 

13 理事会及び評議員会はどのように構成されているか 

14 理事・評議員はどのようにして選出・任命されているか 

15 理事会・評議員会はどのような頻度数で開催されているか 

16 理事会・評議員会の決定プロセスに教学側の見解・意向はどの

ように反映されているか 

17 学長はどのような規程に基づいて選出されているか 

18 学長の権限・役割はどうなっており、適切に執行されているか 

19 学長に対し助言的機能を果す組織あるか。その場合の権限と責

任はどのようなものか 

20 学部長・学科長の役割・権限はどうなっており適切に執行され

ているか  

21 学部長・学科長はどのような規程に基づいて選出されているか 

22 教授会はどのように構成されているか 

23 教授会はどのような事項について審議・決定しているか 

24 教授会審議を実質的なものにするため、どのような配慮が払わ

れているか（委員会制度など） 

② 教 育

活動

学生の受入れ 学生募集・入

学者選抜の

方針・方法 

25 定員に従い、設置の主旨・目的にかなった学生を受け入れて 

 いるか（大学設置基準第１８条） 

26 大学案内は、教育研究の実情を正確に紹介しているか 

27 学生募集（大学案内を含む。）は、効果的に行われているか 

28 入学者選抜の方針・方法は、適正（一般入試、推薦入試、ＡＯ

入試など）に行われているか 

29 学生の募集・選抜に当たり、どのような方針をとっているか 
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30 一般入試の他にどのような選抜方式（推薦入試、ＡＯ入試など）

を採用しているか 

31 多様な選抜方式を採用している場合、各方式による入学者の割

合は、どのようになっているか 

32 多様な選抜方式の採用により、大学の方針に適った学生を入学

させることができたか 

33 入学者の決定はどのようなプロセスで行われているか 

学生定員の

充足状況 

（志願者数、 

合格者率、 

入学者数、 

在学者数） 

34 定員充足率は、適正な水準であるか 

35 志願者数、合格者数、入学者数、在学者数等はどうなっており、

大きな変動はないか 

36 長期的に安定した学生の確保について十分な見通しを持って

いるか 

編入学の方針と状況 37 編入学等に関する方針と受入状況はどうなっているか 

（大学設置基準第１８条） 

③学生

生活へ

の配慮

奨学金制度（大学独自の奨学

金、企業等からの奨学金等）、

授業料減免の状況 

38 学費の確定に当たって、納入者の経済的負担を考慮しているか 

39 独自の奨学金制度、授業料減免措置制度などを設けているか 

（厚生補導 

活動） 

学生生活相談 40 厚生補導活動（課外活動、学生相談、健康管理、進路相談、就

職あっせん等）は、大学教育全体を通じて、設置の趣旨・目的が

達成されるよう組織が整備されて機能しているか（大学設置基準

第４２条） 

課外活動 41 学生の自治組織にはどのような種類があるか。それらはどのよ

うな形で構成されているか 

42 学生の自治組織はどのように運営され、活動しているか 

43 学生の意思は大学の運営・教育活動にどのように反映されてい

るか 

44 学生の課外活動の状況はどうなっているか 

45 学生の課外活動に大学は、どのような援助を行っているか 

④カリ

キュラ

ムの編

成

カリキュラムの編成方針と

教育理念・目標との関係 

46 教育課程は、大学の学部及び学科の教育上の目的が達成される

よう必要な授業科目を開設し、体系的に編成されているか（大学

設置基準第１９条） 

47 教育課程の編成に当たっては、大学にあっては、学部等の専攻

に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合

的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するという規定が効果的

に達成されるよう配慮されているか 

（大学設置基準第１９条第２項） 

48 各授業科目の名称、内容、配当年次、必修と選択との関係、単

位数が適切なものになっているか（大学設置基準第２０条） 

49 各授業科目の内容と位置付けは、教育課程上明確にされている

か 

50 カリキュラムは、どのような教育目標をめざして設定されてい

るか 

51 カリキュラムの編成方針と教育目標との関係は、どうなってい

るか 

52 カリキュラム全体の位置付けと基礎教育、専門教育との関係

は、どうなっているか 

53 各分野ごとのカリキュラムはどうなっているか 

54 各コースに属さない（留学生教育・学芸員資格取科目）のカリ

キュラムは、どうなっているか 
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カリキュラムの編成及び見直

しの方法・体制 

55 現行のカリキュラムは、どのようなときに（定期的、継続的

に）なにを契機に、どのような機関で、再検討されているか 

56 カリキュラムの改革に当たって、何か障害となっているもの

があるか 

⑤教育

指導の

在り方

各授業科目ごとの授業計画（シ

ラバス）の作成状況 

57 各授業科目ごとに授業計画（シラバス）が作成されているか。

また授業計画（シラバス）どおり実施されているか 

カリキュラム・ガイダンスの実

施状況 

58 履修方法を含めて履修指導（カリキュラム・ガイダンス）は、

十分に実施されているか 

クラスの大きさ、編成方針 59 教育課程の展開に当たっては、少人数による授業、対話・討

論型、双方向的な授業、視聴覚機器など、積極的に導入されて

いるか（大学設置基準第２４条） 

教員１人当たりの授業時間数 60 専任教員１人当たりの授業担当時間数は、適正であるか 

各授業科目担当者間での授業

内容の調整 

61 各授業科目担当者間における授業内容の調整は、十分に行わ

れているか 

演習、実験等の実施状況 62 演習、実験等の実施状況は、どうなっているか 

視聴覚教育の実施状況 63 視聴覚教育の実施状況は、どうなっているか 

他大学、短期大学等との単位互

換の方針と状況 

64 どのような方針・形で、またどの程度、他大学との間で単位

互換を実施しているか 

編入学希望者への指導状況 65 編入学希望者への指導状況は、どうなっているか 

職業資格取得に係る指導状況、

取得状況  

66 職業資格取得に係る指導状況、取得状況は、どうなっている

か 

進級状況（留年、休学、退学） 67 進級状況（留年、休学、退学）は、どうなっているか 

教授方法の（授業方法の工夫・

研究の工夫・研究）ための取組 

68 教授法の研究は、十分になされてるか 

教員の教育活動に対する評価

の工夫  

69 授業科目の配当に当たり、多人数教育と少人数教育を有機的

に組み合わせるような配慮を払っているか 

70 大規模クラスでの教育効果を上げるために、どのような配慮

を払っているか（ＴＡ．の採用、教育機器等の取組等） 

71 学生の創造的・主体的学習を促進するために、どのような授

業方法（演習、実験、実習など）を活用しているか 

72 各教員は年度初めに年間の詳細な授業計画を公表している

か 

（学生による授業評価等） 73 組織又は教員として授業内容・方式を充実させるために、学

生の意見を聴き参考にしているか 

⑥成績

評価

・

単位認

定

成績評価・単位認定の在り方、

基準 

74 教育効果の有効測定のために、どのような多角的評価方法を

実施しているか（大学設置基準第２５条第２項） 

75 卒業の要件は、適切に設定されているか 

（大学設置基準第３２条） 

⑦卒業

生の進

路状況

職業指導及び卒業生の就職状

況 

76 卒業生の就職状況は、どうなっているか 

卒業生の大学・大学院への進学

状況 

77 学部卒業生の大学院への進学状況は、どうなっているか 
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⑧研究

活動

教員の研究業績、研究・研究誌

の発行状況と編集方針 

78 研究業績（学会における研究発表、学会誌への研究レポート

等）は、明らかにされているか 

79 紀要は、定期に発刊されているか 

80 紀要以外に研究成果（機関研究、共同研究等）は、刊行され

ているか 

81 教員の研究成果を発表するため、研究誌を刊行しているか 

構成員による研究成果の発表

状況 

82 教員の研究業績・研究活動の状況を定期的に報告しているか 

共同研究の実施状況 83 共同研究の実施状況はどうなっているか 

研究費の財源（学外からの資金

の導入状況、科学研究費補助金

の採択状況等）  

84 研究費の財源（学外からの資金の導入、科学研究費補助金の

採択状況を含む。）は、確保されているか 

85 研究活動促進のため、学外からの研究費（科研究費、財団の

研究費）をどの程度申請し、交付されているか 

研究費の配分方法 86 研究活動に要する経費は、充実しているか 

87 研究費の配分は、的確に行われているか 

88 学術活動経費（研究旅費、図書購入費等）は、必要な予算が

計上されているか 

89 研究活動促進のため、教員１人当たり年間いくらの研究費を

支出しているか 

90 研究助成・出版助成のための基金を設定しているか。その基

金はどのような機関で運用され、どのような基準で助成されて

いるか 

学会活動への参加状況 91 教員の国内外での学会活動を促進するため、どのような配慮

を払っているか 

92 研究室は、有効に活用されているか 

⑨教員

組織

専任教員・非常勤講師の配置状

況 

93 教員組織は、教育課程を展開するのにふさわしく配置されて

いるか（大学設置基準第１３条） 

94 専任教員と非常勤教員の配置状況は、適切であるか 

95 教育上主要と認められる授業科目については、専任教員が配

置されているか（大学設置基準第１０条） 

96 どのような方針で、またどの程度、非常勤講師に授業を担当

させているか 

教育補助者、研究補助者の配置

状況 

97 実験、実技、実習等に関する授業科目については、必要とす

る助手等教育補助者が配置されているか 

（大学設置基準第１０条第２項） 

出身大学の構成 98 教員組織の出身大学の構成には、偏りがないか 

年齢構成 99 教員組織の年齢構成は、均衡が失われていないか 

採用、昇進の手順・基準 100 専任教員採用のための人事計画は、どのような機関（教員

人事委員会など）でたてられているか 

101 教員の年齢構成はどうなっているか 

102 専任教員の採用は、国籍、性別、出身校、教歴などにとら

われることなく、教育・研究上の必要に応じて行われているか 

103 出身大学別の教員構成はどうなっているか 

104 専任教員の採用は、既に教歴のある者に限らず、「優れた知

識及び経験を有する社会人」についても行われているか 

105 専任教員採用のための発議・審査・決定は、どのようなプ

ロセスで行われているか 
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106 専任教員の採用を審査するために、どのような基準が運用

されているか 

107 専任教員の免職・解雇はどのようなプロセスで行われてい

るか 

108 専任教員の昇進のための発議・審査・決定は、どのようなプ

ロセスで行われているか 

109 専任教員の昇進を審議するために、どのような基準が運用

されているか 

教員の兼職の方針と状況 110 専任教員が学外の兼職を持つ場合に制限を設けているか 

教員人事についての長期計画 111 教員人事についての長期採用計画は、立てられているか 

教員の資格審査及び人事計画 112 教員の資格審査に当たっては、教育上の能力を特に配慮さ

れているか（大学設置基準第１４条～第１７条） 

113 専任教員採用は、長期的な教育・研究計画に従った人事計

画に基づいて行われているか 

⑩施設

設備

施設設備の整備・運用状況 

（現況） 

（管理運営） 

（改善計画） 

114 校地等は、教育課程を展開する上で、必要面積を有してい

るか（大学設置基準第３４条） 

115 校舎等施設は、教育課程を展開する上で、必要な種類、数 

及び規模等を有し、かつ、質的に充実しているか 

（大学設置基準第３６条） 

116 各教室は、適切に稼働しているか 

117 情報処理学習施設及び語学学習施設は、学科の種類、規模 

等に応じて整備（運用状況も含む。）されているか 

 （大学設置基準第３６条第４項） 

118 体育館、体育館以外のスポーツ施設は、学科の種類、規模 

等に応じて整備（運用状況も含む。）されているか 

 （大学設置基準第３６条第５項） 

119 講堂、学生自習室、学生控室及び寄宿舎等の施設は、学科の

種類、規模等に応じて整備（運用状況も含む。）されているか

（大学設置基準第３６条第５項） 

120 課外活動施設その他の厚生補導に関する施設（保健センタ

ー、食堂、部室など）は、学科の種類、規模等に応じて整備（運

用状況も含む。）されているか 

（大学設置基準第３６条第５項） 

図書館の利用状況 121 図書館は、学科の種類、規模等に応じて整備（専門的職員そ

の他専任職員の配置、学術情報システムの整備、利用状況等を

含む。）されているか 

122 他大学の図書館・学術情報センターなどと相互利用制度が

あるか 

学術情報システムの整備・活用

状況 

123 学術情報の流通に関して教員に対しどのようなサービスを

提供しているか（大学設置基準第３８条） 

その他 124 通勤・通学のための適切な交通手段が確保されているか 

125 諸施設は、地域社会に対してどのような方針で、どの程度

開放されているか 

⑪国際

交流

留学生の受入状況（受入数、奨

学金、宿舎等）、指導体制 

126 外国人留学生、帰国子女等に対し、入学前、入学後、教育上

の配慮を払っているか（日本語教育、補習授業等） 

在学生の海外留学・研修の方針

と状況 

127 学生の海外留学についてどのような配慮を払っているか 
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教員の在外研究の方針と状況 128 どのような方式（本学推薦、個人申請など）、間隔、期間で、

教員を国の内外へ留学させているか 

海外からの研究者の招致状況 129 どのような方式（学術振興会、国際交流基金などの外部公

的機関、大学間協定）で、他大学の教員を内外から受け入れて

いるか 

海外の大学・短期大学との交流

協定の締結状況と活用状況 

130 海外の大学・短期大学との交流協定の締結状況と活用状況

はどうなっているか 

⑫社会

と連携

（生涯

学習へ

の 対

応）

公開講座の開設状況 131 どのような方針・形で、またどの程度、公開講座・成人講

座などを開講しているか 

社会人の受入れ（特別選抜制

度、特別の履修コース等） 

132 どのような方針・形で、またどの程度、社会人に対して生

涯教育の場を提供しているか 

社会の生涯学習事業に対する

連携協力状況 

133 社会の生涯学習事業に対する連携協力状況は、どうなって

いるか 

（教員の参加状況等）教員の学

外活動状況 

134 教員の学外活動状況は、どうなっているか 

学外の意見を教育研究に反映

させる仕組み 

135 学外の意見を教育研究に反映させる仕組みは、どうなって

いるか 

⑬管理

運営、

財政

教育研究に関する意思決定の

方法・体制（教育研究組織）  

136 学内諸規程において、教学組織の意向が適切に反映される

よう配慮されているか（大学設置基準第４１条） 

事務組織 137 事務組織は、どのように構成されているか。本部と学部の

事務組織が分離されている場合、それぞれの機能と責任の分化

は、どのようになっているか 

138 専任職員・非専任職員の配置状況は、どうなっているか 

139 そのための職員人事制度等が整備されているか 

140 採用の手順・基準、昇進の手順・基準の整備状況と活用状

況はどうなっているか 

141 採用の長期計画を持っているか 

予算の編成と執行の方針と状

況 

142 資産及び維持経営の方法については、将来にわたって安定

的な大学経営の見通しをもっているか 

143 長期財政計画は、樹立されているか 

144 予算の編成は大学の目的・使命を果す上で適切かつ効果的

に行われているか。それはどのようなプロセスで行われている

か 

145 予算の執行は、上記の目的を達成するため適切かつ効果的

に行われているか 

146 最近５年間、決算上収支の不均衡があったか。それをどう

評価するか 

147 最近５年間に収支各項目の比率は、どのように変わったか 

148 向う何年間について長期的財政計画をたてているか 

学外資金の導入状況 149 学納金以外の学外資金の導入は、どのような状況であるか 

150 教員・職員の給与水準、上限・下限の絶対額とその幅・段

階は、どのようになっているか。それは妥当なものか 

151 退職金、年金、保険制度などは、充分整備されているか 

⑭自己

評価体

制

自己評価を行うための学内組

織 

152 自己評価を行うための学内組織はどうなっているか 

評価をフィードバックするた

めの仕組み 

153 評価をフィードバックするための仕組みはどうなっている

か 
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規程番号 ２１２－０３ 

京都美術工芸大学学生による授業評価実施要項

平成２４年 ３月２９日 制定 

平成２４年 ４月 １日 施行 

（目的） 

第１条 この要項は、京都美術工芸大学（以下「本学」という。）における教育の質の向上を図り、その教

育目標を実現することを目的として行う、学生による授業評価（以下「授業評価」という。）に関して必要

な事項を定めることを目的とする。 

（実施方法） 

第２条 授業評価に伴う調査は、次の方法により実施する。 

（１）調査の方法等 
ア 調査の進行管理は、自己点検・評価委員会が行う。

イ 学生による授業評価調査は、原則として、調査を行う授業の最終日において実施する。 
ウ 調査は、担当教員が学生に別表の調査用紙を配布し、学生が回答の上、担当教員が調査用紙を回収

する方法により実施する。 
エ 調査に当たり、担当教員は、必要に応じて３項目以内で付加質問項目を設定することができる。 
オ 担当教員は、調査終了後速やかに回収した調査票を事務局に送付する。 

（２）調査対象とする授業科目

原則として学外実習を除く専任教員のみならず、非常勤講師が担当する授業科目も全て調査対象とす

る。ただし、調査対象科目であっても回答者である学生の匿名性の確保が困難である場合は、自己点検・

評価委員会の判断により、例外的に調査対象科目から除外することができる。 
（３）その他 

 調査の実施に当たっては、教員及び学生に対して、掲示などの方法により、あらかじめ調査の目的及

び実施方法について周知するものとする。 

（調査結果の集計） 

第３条 調査結果の集計は、自己点検・評価委員会事務局において行う。 

（調査結果の報告） 

第４条 調査結果は、次の機関等に報告する。 

（１）自己点検・評価委員会 
ア 全体集計結果 
イ 授業科目ごとの集計結果 

（２）各教員 
ア 授業科目ごとの集計結果 
イ 担当授業科目の調査用紙 

（調査結果の公表） 

第５条 調査結果は、次の方法により公表する。 

（１）刊行物等 
毎調査実施時に集計結果及び分析結果、改善状況について公表する。 

（２）報告書 
全学集計結果及び分析結果、改善状況について等を、自己点検・評価報告書に含めて報告する。 
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（授業改善への反映） 

第６条 調査結果を、次の方法により授業改善に反映する。 

（１）自己点検・評価委員会は、授業評価調査の結果をもとに授業改善のための取組方針を定めるとと 

－１－ 
もに、学生に対して授業改善に関する資料の提示又は説明を行うものとする。 

（２）各専任教員は、授業評価を受けて、授業改善に努めるものとする。 

附 則 

この要項は、平成２４年４月１日から施行する。 
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別表 学生による授業に関する評価表 

この調査は、本学がよりよい大学教育を行っていく上で必要な授業改善の取組を進めるためのデータとする

ものです。あなたが今受講しているこの授業全体を考えて、調査に御協力ください。 
なお、この調査は、無記名であり、成績評価に影響を与えることはありません。 

学 年 年 性 別 男 女 
授業科目名 
この授業への出欠 ① 1/2以上の出席 ② 1/2未満の出席 

この授業についてのあなたの意見や感想は、次の文章にどの程度当てはまりますか。 
当てはまる程度を６段階で考えて、該当する枠内に○印を付して回答してください。 

番

号 
質問項目 

① 

当てはまら

ない 

② 

やや当ては

まらない 

③ 

どちらかと

いえば当て

はまらない 

④ 

どちらかと

いえば当て

はまる 

⑤ 

やや当ては

まる 

⑥ 

当てはまる 

１ この授業にはもともと強

い関心があった 

２ 授業内容はシラバスにそ

っていた 

３ 教え方は要所をおさえて

いた 

４ 教材（黒板・視聴覚教材・

テキスト・配布資料等）の

使い方は適切であった 

５ 授業内容は量的に適切で

あった 

６ 教員の話し方はわかりや

すかった 

７ 授業内容はわかりやすか

った 

８ 教員は、発言や質問の機

会を設け、適切に対応し

ていた 

９ 教員の熱意が感じられた 

10 この授業によって知的刺

激、制作意欲が高まった 

11 この授業によって得たも

のは多かった 

12 総合的に考えてこの授業

に満足できる 

13 この授業の教室条件は適

切であった 

担当教員による追加質問項目 

14 
15 
16 

この授業に関する感想や意見などを自由に書いてください 
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本学 HP における公表情報および掲載先一覧 

1.大学の教育研究上の目

的
https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

2.教育研究上の基本組織 https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

3.教員組織、教員の数並

びに各教員が保有する

学位及び業績

教員数 https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

教員紹介 https://www.kyobi.ac.jp/subject/teacher/ 

4.入学者の数、収容定員

及び在学する学生の

数、卒業又は修了した

者の数、並びに進学者

数及び就職者数その他

進学及び就職等の状況

収容定員、入学者数 

在学者 

卒業者数・進学者数 

就職先 

https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

5.授業科目、授業の方法

及び内容並びに年間の

授業の計画

科目の種類、単位数等 

シラバス
https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

6.学修の成果に係る評価

及び卒業又は修了の認

定に当たっての基準

学位授与の方針 

卒業要件単位数 
https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

7.校地・校舎等の施設及

び設備その他学生の教

育研究環境

施設概要 

交通アクセス 

学外施設 

https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

8.授業料、入学料その他

大学が徴収する費用
納付金 https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

9.大学が行う学生の修

学、進路選択及び心身

の健康等に係る支援

修学・進路選択に係る支

援 

心身の健康等に係る支

援 

https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

10.財務情報 二本松学院財務情報 https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 

11.認証評価、自己点検・

評価
自己点検・評価報告書 https://www.kyobi.ac.jp/about/public_information/ 
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規程番号 ２３２－１０ 

京都美術工芸大学ファカルティ・ディベロップメント推進委員会規程 

平成２４年 １月２６日 制定 

平成２４年 ４月 １日 施行 

平成２７年 ４月 １日 一部改正・施行 

（目的） 

第１条 この規程は、京都美術工芸大学（以下「本学」という。）に、京都美術工芸大学ファカルティ・ 

ディベロップメント推進委員会（以下「委員会」という。）を置き、本学及び本学の教育職員が教育

の質的向上を図るために組織的に取り組む活動（以下「ＦＤ」という。）に関し必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（ファカルティ・ディベロップメントの定義） 

第２条 この規程において「ＦＤ」とは、教員が授業内容・方法を改善し、向上させるために行う、

大学の組織的な取組をいう。 

（任務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、ＦＤを推進するための活動を行う。 

（１）授業改善のための基本方針及び実施体制に関すること。  

（２）授業評価の実施に関すること。 

（３）授業方法等の改善のための支援に関すること。  

（４）ＦＤの推進・啓発を目的とした講演会及び教職員の研修等に関すること。 

（５）その他ＦＤの推進に関すること。

（構成） 

第４条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）学長 

（２）学部長 

（３）教学委員会委員長 

（４）自己点検・評価委員会委員長 

（５）教学センター事務責任者  

（６）学長が指名した本学の教職員若干名 

２ 委員会の委員長は、学長とする。 

３ 委員会の副委員長は、委員の互選により委員長が任命する。 

（運営） 

第５条 委員会は、委員長がこれを招集し、その議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

３ 委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は、議長の決するところに

よる。 

５ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

（小委員会） 

第６条 委員会が必要と認めたときは、小委員会を設置することができる。 

２ 構成員等については、委員会で定める。 



（他の委員会との連携） 

第７条 委員会は、ＦＤを推進するため、自己点検・評価委員会、教学委員会などの委員会に協力を

求めることができる。 

（実施体制の整備） 

第８条 ＦＤを推進するために必要な事項については、別に定める。 

（事務担当） 

第９条 委員会の記録その他の事務は、教学センターが担当する。 

（規程の改廃） 

第 10 条 この規程の改廃は、大学運営が意義及び教授会の議を経て、学長が行う。 

附 則 

１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
２ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
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